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開 議 午前１０時０３分 

議 事 日 程 議長は、本日の議事日程を次のとおり報告した。（別添付） 

会 議 録 署 名 

議 員 の 指 名 

議長は、会議録署名議員に次の２名を指名した。 

７番   平 野 敏 彦 議員 

 

９番   沼 端   務 議員 
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議  案  の  経  過 

日 程 発 言 者 発 言 者 の 要 旨 

 西舘議長  おはようございます。 

 開会に先立ちまして、まちづくりの目標である町民憲章を唱和

いたします。 

 傍聴席の皆様方もご一緒に唱和してくださるようお願いいた

します。 

 それでは、事務局長、お願いします。 

 

 事務局長 

（小向正志君） 

 それでは、ご起立願います。 

 議員及び傍聴者の皆様のお席に配付しております町民憲章を

印刷した紙をごらんください。 

 私が、「おいらせ町町民憲章」とタイトルを読み上げますので、

引き続き前文からご唱和をお願いします。 

 それでは、「おいらせ町町民憲章」。 

 私たちは、大海に注ぐおいらせの清流と緑の平野に育まれたお

いらせ町民です。 

 私たちは、郷土の文化を高め、豊かで活力あふれる町にするた

め、ここに町民憲章を定めます。 

 一つ、自然の恵みに感謝し、美しい町をつくりましょう。 

 一つ、心と体を鍛え、明るく元気な町をつくりましょう。 

 一つ、働く喜びを持ち、豊かな町をつくりましょう。 

 一つ、思いやりを大切にし、心触れ合う町をつくりましょう。 

 一つ、手を取り合い、安全で住みよい町をつくりましょう。 

 ご着席ください。 

 改めまして、おはようございます。 

 議会開会前に、一般質問について若干ご説明申し上げます。 

 本日は３人の一般質問が予定されております。 

 質問時間は６０分以内としております。時間制限の５分前に

は、次のように呼び鈴を鳴らします。また、６０分に達しますと、

次のようにベルを鳴らします。このベルが鳴りましたら、速やか

に質問を終了願います。 

 修礼を行いますので、ご起立願います。 

 礼。ご着席ください。 
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会議成立 

開議宣告 

西舘議長  ただいまの出席議員数は１５人です。定足数に達しておりま

すので、直ちに本日の会議を開きます。 

 なお、８番、馬場正治議員は、欠席であります。 

 

  （開会時刻 午前１０時０３分） 

 

議事日程報告 西舘議長  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

一般質問 西舘議長  日程第１、一般質問を行います。 

 抽せん順に発言を許します。 

 １席１４番、松林義光議員の一般質問を許します。 

 １４番、松林義光議員。 

 

質疑 １４番 

（松林義光君） 

 おはようございます。 

 一言、ご挨拶申し上げます。 

 先般行われました、県民駅伝競走大会、選手の頑張りがありま

した。そして、スタッフの協力もありました。町長も議長も教育

長も応援に駆けつけたと聞いております。関係者全員が、心を一

つにして頑張った結果、町の部第３位であります。２位にわずか

４秒差と、新聞を見ておりますけれども、４秒差ということはあ

と２０メートル頑張れば２位に入れるという話であります。来年

に大いに期待をしたいと思います。 

 余談でありますけれども、１区を走破いたしました松坂選手、

私ども菜の花保育園の卒園児であります。ですから、これまた大

いなる喜びでもあります。スポーツ振興に力を入れている一人と

して、本当に喜んでおります。 

 それでは、早速一般質問に入りたいと思います。 

 まず、第１点、古間木山地区緊急搬送道路整備についてであり

ます。 

 古間木山地区緊急搬送道路整備は、平成３０年度に用地補償調

査に始まり、令和７年度に完成するスケジュールになっておりま

す。計画どおりに進むことになるのか。 

 なお、平成30年度の詳細設計、用地補償調査は終了しているの

か、お伺いいたします。 
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 西舘議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 １４番松林議員のご質問にお答えする前に、先ほど県民駅伝の

話がありましたけれども、選手の皆様には議会でも褒められたと

いうことは後で何かの機会に報告したいと思います。ありがとう

ございました。 

 それでは、お答えします。 

 当該道路整備事業は、議員ご質問のとおり、平成３０年度に詳

細設計及び用地補償調査を実施し、今年度から令和３年度まで、

町道木ノ下・三沢線から東側区間の用地買収等を行い、令和４年

度に当該区間の工事を実施し、同区間の供用開始を予定しており

ます。 

 その後、令和５年度から令和６年度まで、町道木ノ下・三沢線

から西側区間の用地買収等を行い、令和７年度に西側区間の工事

を実施、令和８年度に全線供用開始予定となっており、現在のと

ころこのスケジュールで進むものと見込んでおります。 

 なお、ご質問の詳細設計及び用地補償調査につきましては、平

成３０年度に終了しております。 

 以上で答弁を終わります。 

 

 西舘議長  １４番。 

 

質疑 １４番 

（松林義光君） 

 私は、令和７年度に完成すると思っておりましたけれども、町

長の答弁は令和８年度、供用開始は８年度ということですけれど

も、そのようになるわけですか。 

 

 西舘議長  地域整備課長。 

 

答弁 地域整備課長 

（西舘道幸君） 

 ご質問にお答えいたします。 

 工事は令和７年度までに行われますので、実際に供用開始、全

線が使えるようになるのは令和８年度からということになりま

す。 

 以上です。 
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 西舘議長  １４番。 

 

質疑 １４番 

（松林義光君） 

 わかりました。 

 次に、（２）に行きます。 

 緊急搬送道路整備に要する工事費、用地買収費用等は幾らにな

るのか。この事業は、防衛施設周辺関係の国庫補助金の交付を受

けることになっておりますが、その補助率と交付額は幾らになる

のか。 

 また、我が町の負担額は幾らになるのかお伺いいたします。 

 

 西舘議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 お答えします。 

 昨年度実施した詳細設計及び用地補償調査で概算事業費を算

出したところ、補助対象事業費として実施設計費が３，５９９万

４，０００円、工事費が１億２，１８２万５，０００円、用地補

償費が４億３，０２８万１，０００円、事務費が１，７６３万６，

０００円となっております。 

 また、補助対象外事業費として、工事費が１，０００万円、用

地補償費が１，２０４万円となっております。 

 これらを合計した総事業は６億２，７７７万８，０００円とな

りますが、今後の国との調整や物価変動等により多少の事業費の

変更が考えられます。 

 次に、国庫補助金についてですが、当該事業費は防衛省の防衛

施設周辺の生活環境の整備等に関する法律に基づく補助金で、事

業採択により７割の国庫補助金を受けることが可能で、４億２，

４０１万２，０００円が交付予定となっております。よって、当

町の負担額は、総事業費から国庫補助金を除いた事業費となり、

起債１億３，５９０万円と、単独費６，７８６万６，０００円を

合計した２億３７６万６，０００円となる見込みとなっておりま

す。 

 大変失礼しました。実施設計費が３，５９９万６，０００円、

工事費が１億２，１８２万５，０００円、用地補償費が４億３，

０２８万１，０００円、事務費が１，７６３万６，０００円とな

っております。このように訂正させていただきます。 
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 西舘議長  １４番。 

 

質疑 １４番 

（松林義光君） 

 ちょっと額、いろいろ今言いましたけれども、記憶できません

でした。それで、もう一度、我が町の負担額は、もう一回お知ら

せ願いたい、７割の補助はわかりましたけれども、その金額をも

う一度お知らせ願いたいと思います。 

 そして、これはもう我が町の関係する部分の用地買収は、令和

元年度、もう始まっているのかどうか、それもお願いいたします。 

 

 西舘議長  地域整備課長。 

 

答弁 地域整備課長 

（西舘道幸君） 

 それでは、再度、事業費の内訳をご説明いたします。 

 補助対象事業費ということで、実施設計費が３，５９９万６，

０００円。そのうち、工事費が１億２，０８２万５，０００円。

８２万５，０００円ですね、１，１８２万５，０００円。用地補

償費が４億３，０２８万１，０００円。そして、事務費が１，７

６３万６，０００円となっております。 

 補助対象外の事業費ということで、工事費を１，０００万円、

用地補償費を１，２０４万円を見込んでおります。 

 総事業費としましては、６億２，７７７万８，０００円という

ことになります。 

 よって、国庫補助金のほうでございますけれども、補助対象事

業費の７割の補助を受けられるということで、４億２，４０１万

２，０００円が交付予定となっております。 

 町の単独事業費ですけれども、起債に相当する額が１億３，５

９０万円。そして、単独費ですけれども、補助対象事業費も含め

ての単独費になります、６，７８６万６，０００円ということで、

単独費の事業費の合計は、２億３７６万６，０００円ということ

になります。 

 それでは、用地買収ですけれども、これから国の国庫補助金の

交付申請がこの議会終了のあたりに行われますので、事前交渉は

しておりますけれども、大体議会終了後の９月末ごろから用地買

収等の交渉に入る予定となっております。 

 以上です。 
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 西舘議長  １４番。 

 

質疑 １４番 

（松林義光君） 

 用地買収は、９月ごろから始まる予定でありますということで

あります。そこで、説明会も開いていると思いますけれども、こ

の用地買収は町で行うものか、国で行うものか、ちょっとその辺、

お伺いいたします。そして、次ルート聞きますけれども、この地

権者の方々、用地買収はスムーズに進むというような感触がある

のかどうか、お伺いいたします。 

 

 西舘議長  地域整備課長。 

 

答弁 地域整備課長 

（西舘道幸君） 

 お答えいたします。 

 用地買収は、町で用地補償等、工事の発注もそうですけれども、

町で全面的に行う予定となっております。もう地権者に対しまし

ては、先ほどこちらで述べましたように、設計等ができておりま

すので、対象地権者の方々には事前にこういう事業概要を説明し

て、了解はいただいているという状況です。 

 以上です。 

 

 西舘議長  １４番。 

 

質疑 １４番 

（松林義光君） 

 町の職員が用地買収を行うということであります。大変ご苦労

さんでありますけれどもよろしくお願いをいたしたいと思いま

す。 

 ３番に行きます。 

 当事業は、当町と三沢市が事業主体となり進めることになりま

すが、当町のルートをお知らせ願いたい。あわせて、当町の地権

者は何名になるのかお伺いいたします。 

 

 西舘議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 お答えします。 

 全体ルートの起点と終点は三沢市で、総延長は１，０２９メー

トルとなり、そのうちおいらせ町の区間は２７９メートルであり
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ます。 

 おいらせ町の区間につきましては、サンワドー下田店北側から

町道木ノ下・三沢線を交差し、三沢市道１０１号線に接続するル

ートとなっております。 

 次に、地権者数ですが、総勢１１名で、取得予定面積は約５，

１３２平方メートルとなっております。 

 なお、平成３０年度に行った詳細設計及び用地補償調査におい

て、地権者ごとの用地買収面積や補償物件が確認できたことか

ら、今年度全ての地権者へ事業説明を行い、当該事業への理解を

いただいているところであります。 

 以上です。 

 

 西舘議長  １４番。 

 

質疑 １４番 

（松林義光君） 

 これからも、高齢者がふえていきますので、緊急搬送道路の必

要性は、皆さんそれぞれ認識していると思います。大変かと思い

ますけれども、地域整備課にはよろしくお願いをいたしたいと思

っております。 

 次に、税金等の徴収についてお伺いいたします。 

 このことは、昨年の１２月議会でも取り上げております。再度

一般質問をさせてもらいます。 

 北部地区の方々の税金、あるいは後期高齢者保険料等の徴収を

コンビニ納付ができるようにする考えはないのか、お伺いいたし

ます。 

 

 西舘議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 ご質問にお答えします。 

 町税等の新たな収納手段の一つであるコンビニ収納サービス

については、これまで幾度か導入に対する検討をしてまいりまし

たが、導入費用における費用対効果等幾つかの課題があることか

ら実施には至っていないところであります。 

 しかしながら、近隣市町村の導入がふえていることと、町民の

納付機会の充実を図るため、現在導入に向けた検討をしていると

ころであります。 
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 以上で答弁を終わります。 

 

 西舘議長  １４番。 

 

質疑 １４番 

（松林義光君） 

 諸問題はあるけれども、今後導入に向けて検討してみたいと、

町長の答弁であろうかと思います。ご承知のとおり、青い森信用

金庫青葉支店が３月に三沢支店に統合いたしました。加えて、今、

古間木山地区も北部地区も高齢者がふえております。免許証も自

主返納している方々もふえていると聞いております。今、北部地

区は人口がいまだに増加しております。毎月の広報を見ておりま

すけれども、人口の動態はほとんど横ばいであります。現状は、

人口は減っていないと言っても私は言い過ぎではないと思って

おります。その要因は言わなくても北部地区の人口増にあると思

っております。ですから、私は人口がふえている地区にも町民サ

ービスをやるべきであると、こう思っております。ですから、今、

町長は導入の検討をしてみたいという話でありますけれども、そ

の担当する地域整備課長、今、町長の答弁を聞いてどのように感

じておりますか。間違いました、税務課長。 

 

 西舘議長  税務課長。 

 

答弁 税務課長 

（福田輝雄君） 

 お答えいたします。 

 ことしの３月議会または１２月議会だったと思うんですけれ

ども、松林議員からお話がありました。青い森信用金庫の青葉支

店の統合、閉鎖に向けた取り組みということでお話をいただきな

がら、コンビニ収納も一つの方法ではありますが、町からこれま

で進めております口座振替の推進、あと高齢者の方でなかなかそ

ういう、外に出る機会がなかなかできないという方に関しまして

は、訪問徴収ということでこれまでも対応してきております。 

 今回提案いただいていますコンビニ収納につきましては、青森

県内でも４０市町村のうち１６市町村が進めてきているサービ

スの一つとなっております。ただ、このコンビニ収納につきまし

ては、先ほど課題があるというお話をしておりますけれども、費

用的な部分で今まで発生しなかった費用が出てくるものと、あと

取り扱いが変わってきますので、そこの部分で事務方の取り扱い
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もそうですけれども、納付される納税者の方々、町民の方々につ

いても新しい形になることを周知していかなければならないと

いうことを考えています。 

 また、先ほどお話をした１６市町村のうちでも、やはり１年か

ら２年準備期間を設けながらやっておりますので、その部分も含

めながら、できるだけ早い形で実現に向けた対応をしていきたい

という思いで現在検討しているということになっておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 

 西舘議長  １４番。 

 

質疑 １４番 

（松林義光君） 

 地元の金融機関が３月をもってなくなったわけであります。役

場に来て納付するということもなかなか厳しいものが私はあろ

うかと思います。青い森信用金庫三沢支店に統合しましたけれど

も不便であると、三沢支店に統合して大変だという声が役場にあ

るのかないのか。もし、あるとすればそれをお知らせ願いたいと

思います。 

 今、税務課長がいろいろ諸課題があると、それをクリアしなけ

ればならないと。１年から２年間かかりますよという話でありま

す。でも、とにかく今コンビニは北部地区に５カ所営業しており

ます。私は、時間はかかるとしてもやはり前向きにこの導入の検

討、ただの検討ではなく前向きの検討をすると、もう一度町長か

副町長にその答弁をお願いしたいと思います。 

 

 西舘議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 今、税務課長が答弁したとおり、前向きというか実施に向けた

取り組みをするということで、今、検討しておりますので、近い

将来、先ほど言いました１年、２年かかるというんですけれども、

できるだけ早目に、あるいはまた経費が多少ふえますけれども、

そういう部分も含めて取り組みたいと考えておりますので、もう

少し待っていただきたいと思います。 

 

 西舘議長  税務課長。 
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答弁 税務課長 

（福田輝雄君） 

 お答えいたします。 

 税務課につきましては、思ったほどそういう部分でコンビニ収

納を早くしないのかという問い合わせはない形ではありますけ

れども、ただ、どうしても現年の納付がおくれている方々に電話、

催告した場合には、１件、２件そういうお話をいただいていると

ころはあります。 

 以上です。 

 

 西舘議長  １４番。 

 

質疑 １４番 

（松林義光君） 

 私は、税務課長に質問したのは、青い森信用金庫がなくなって

不便を感じている方々がいますかということ、それはいいです。 

 町長の答弁聞きました。期待しておりますので、よろしくお願

いをしたいと思います。 

 次に移りたいと思います。 

 （２）コンビニでの納付のためには……、これ、いいです。取

り消します。もう答弁聞きましたからよろしいです。 

 おいらせ町営霊園についてでありますが、１種６平米の区画に

あっては町内利用申請者３４万円、町外利用申請者は４０万円。

２種４平米の区画にあっては、町内利用申請者は２３万円、町外

利用申請者は２７万円となっています。現在、１種は１２０区画

のうち使用数は４６区画、未使用数７４区画。２種は２７４区画

のうち使用数２５２区画、未使用数２２区画残っております。こ

れを、町内の方々が全部権利を得るとすれば、１種未使用数７４

区画、３４万円でありますから２，５１６万円。２種未使用数２

２区画、２３万円ですので５０６万円。トータルで３，０２２万

円の金額になります。 

 私は、そこで財政健全化を推し進める上から、または未使用数

をなくすためにも、町営霊園の永代使用の権利を得るときに、町

が助成するべきであろうと私は考えますけれども、町長の考えを

お伺いしたいと思います。 

 

 西舘議長  町長。 

 

答弁 町長  松林議員には、私たちが通告どおり答弁書をつくっておりまし
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（成田 隆君） たけれども、もう既に内容はご存じかと思います。しかしながら、

一応一般質問でありますので、通告にしたがって改めて答弁しま

す。重複することをお許しください。 

 それでは、ご質問にお答えします。 

 町営霊園の区画を、永代使用する権利を取得する際にお支払い

いただく霊園使用料は、区画面積６平方メートルの第１種につい

ては町内在住者が３４万円、町外在住者が４０万円となってお

り、区画面積４平方メートルの第２種については、町内在住者が

２３万円、町外在住者が２７万円となっております。平成３０年

度末の町営霊園の使用状況でありますが、第１種は１２０区画に

対し４６区画で、使用率３８．３％。第２種は２７４区画に対し

２５２区画で、使用率９１．９％となっており、第１種の使用状

況が低いのは霊園使用料や霊園管理料を第２種に比べ高額に設

定していることが要因ではないかと考えております。 

 したがって、議員ご提案の霊園使用料への助成については、そ

の方の経済的負担減につながるため、使用者の増加に結びつく可

能性があると考えられます。 

 しかし、仮に助成などの制度を設けた場合、既に永代使用する

権利を取得し、現在の使用料を支払っている方との間で不公平が

生じることになるため、慎重な対応が必要であると考えておりま

す。 

 議員ご提案の助成につきましては、使用者をふやす有効な手段

の一つでありますので、そのほかの方策も広く情報収集するなど

し、検討していきたいと考えております。 

 以上で、答弁を終わります。 

 

 西舘議長  １４番。 

 

質疑 １４番 

（松林義光君） 

 検討の余地はあるというふうに聞きました。でも、既に永代使

用料を払っている方々と比較した場合、不公平が生まれてくる可

能性はあるということで、問題はないわけでもないという話であ

ります。だとすれば、この前、洋光台団地の販売についていろい

ろ説明を受けました。時間かかったようであります。そして、町

側で坪４万円、被災者にあっては坪６万円助成しましょうと、そ

ういう条例をつくって促進しました。その結果、私は前に購入し
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た方々とその助成をもらって購入した方々とそんなに不公平が

出てきたと、私は思っておりません。結果、今、洋光台団地は残

っているのは４区画のみであります。軟弱地盤もそうですか、分

譲が残っているのが４区画。ですから、今、町長はちょっとこの

不公平を生じると、私は当てはまらないと。洋光台団地を考えた

場合、やはり残っているものを早目に、使用料の権利を得るよう

な政策を打ち出すべきであると、私は思います。ですから、そん

なに恐れることはないと思いますよ。今買った人が前に買った人

の苦情を受けるようなことは、私はないような気がしますけれど

も、もう一度その考え方をお伺いしたいと思います。 

 それから、先般、若葉町のおばあちゃんにおいらせ霊園まだ残

っていますかと聞かれました。残っていますよと、どうぞ役場に

行ってお話をしてくださいと、来たかどうかはわかりません。で

も金額は高いから、そのおばあちゃんは年金暮らしであります、

ですから深くは言えなかったんですけれども、私はこの質問をし

ますよということは言っておりません。ですから、それなりの金

額を払うわけですけれども、このＰＲですね、９月号のおいらせ

広報見ました、おいらせ霊園のＰＲ、宣伝はなかったと思ってお

ります。ですから、もしないとすれば、ときどき広報等を通じて

やっぱりＰＲすべきであると私は思いますけれども、環境保健課

長はどのように考えているのかお伺いいたします。その点、お願

いします。 

 

 西舘議長  環境保健課長。 

 

答弁 環境保健課長 

（柏崎勝徳君） 

 それでは、お答えをいたします。 

 使用者をふやすために霊園の助成をするべきではないかとい

うご質問でございますが、洋光台のようにということでございま

すけれども、確かにご指摘のとおり使用料を引き下げれば利用し

てくださる方がふえるのではないかということはもちろん想定

されるわけでございますけれども、その前に、使用料を引き下げ

る前に何かできることはないかということで、いろいろ課内でも

検討しております。その中の一つ、数点あるんですが、一つとし

ては、例えば今現在、町外の在住者に対しては割高に料金を設定

しているわけでございますけれども、それを町内在住者と同額に
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して、町外からの利用者を呼び込むというのとかですね。あるい

は、１種のほうは面積が大きい分、その分使用料とかあるいは管

理料も高額になっておりますし、それに見合った墓石も大きいの

を建てる必要があるということで、なかなか１種のほうの申請と

いうのが伸びてきていないというような状況がございます。です

ので、１種につきましては間口が３メートル、２種は２メートル

ということでございますので、１種が２つ並んでいればそれを３

つに区画をして、２種の使用料の料金でまた募集をするというよ

うなことで、２種をふやして２種のほうの使用をふやすとか、そ

のようなことでいろいろ対策をした上で、その次には使用料のほ

うに助成をするなどというような対策を考えていってはどうか

なと、今、課内で検討をしているところであります。 

 それから、２つ目のＰＲのことについてでございますけれど

も、確かになかなか霊園というものの性質も、広報でどうぞどん

どんご使用くださいっていうふうに募集するっていうのも、何と

なく性質的に難しい点もございますけれども、空き状況等広報等

でお知らせをするなどして利用促進をしていきたいなと思って

おります。ただ、町のホームページでは逐次残っている区画を更

新しながらＰＲには努めておりますけれども、また広報でも取り

扱いを、ＰＲをしていきたいと考えております。 

 以上です。 

 

 西舘議長  １４番。 

 

質疑 １４番 

（松林義光君） 

 既存の町内、例えば旧下田、木内々、本村、ほとんどお墓持っ

ておりますよ。おいらせ霊園を使用を得る方々はほとんどいない

と思います。ただ、特に古間木山地区の方々は、町外から、県外

から移り住んできて、そこを住みかとする方々がいっぱいいるん

です。ですから、そういう方々にも視点を、目を向けて、ＰＲを

していただきたい。私はこのように思います。これは、希望いた

します。 

 それから、いろいろ検討していくという話であります。これは、

平成１３年７月に分譲開始が始まっているんです。もう１８年た

ちました。ですから、思い切った政策を打ち出すべきだと、私は

こう思っております。その点、町長から、もし一言があればお願
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いをいたします。 

 

 西舘議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 今の課長の答弁にありましたけれども、どういう方策があるの

かということで内部で検討はしております。そして、余り面積が

広いケース、６平方メートルを、例えば３メートルに２メートル

を、１．５の２メートルにして３平方メートル、そういうふうに

小さくしたら、５尺に６尺ですから旧の尺でいきますと、そうし

たら果たして売れるのかどうか、試験的にそういう分割もしてみ

てもいいのかなと。そして、好評であればそれをふやせばいいし、

またさっき課長の答弁にありました６平方を２つ合わせて１２

にして、また６つに分けるとですね、４つかな、分けるという方

法もあろうかと思います。そういう部分で、金額もそうですけれ

ども、面積を少しいじってみて、今はやりの簡素化したお墓に使

いたいって、小さくてもいいよというような人方の需要があれば

そういうふうにっていう、試行的にやってみるのも一つではない

のかなという気がしておりますし、また、値を下げるというのも、

今ここで将来下げますというと、今買おうとしている人たちも、

じゃあどうせ町で値を下げるからまだ待っていようと、死ぬまで

に買おうというふうになってしまってもまた問題がありますの

で、ここではやはり助成するとか値段を下げるという部分は、ま

だ正式な答弁としては控えていかなければならないなと思って

おります。 

 また、コマーシャルが足りないっていうことでありますので、

これからご指摘のとおり、どういう方法があるか考えながら、宣

伝はしていきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

 西舘議長  １４番。 

 

質疑 １４番 

（松林義光君） 

 次に移ります。 

 町外在住者にあっては、１種５名、２種２９名の方々が永代使

用の権利を得ておりますが、市町村別をお知らせ願いたいと思い

ます。 
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 西舘議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 お答えします。 

 町外在住者の使用者でありますが、第１種の５名につきまして

は、三沢市が３名、六戸町が１名、愛知県が１名。第２種の２９

名につきましては、三沢市が１５名、八戸市が７名、六戸町が３

名、十和田市が２名、東京都が１名、静岡県が１名となっており

ます。 

 以上です。 

 

 西舘議長  １４番。 

 

質疑 

 

１４番 

（松林義光君） 

 三沢市が一番多いのかな、それから六戸、八戸、十和田市の方々

がこのおいらせ霊園の権利を得ていると、使用の権利を得ている

という話でありますが、この方々が、どうですか、将来、霊園の

使用の権利を得ていると、将来我が町に転入してくるという考え

はお持ちですか。その可能性はありますか。 

 

 西舘議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 せっかく貴重な財源を得て、おいらせ町にわざわざ墓地を取得

しているわけですから、亡くなるときでも遺族の方々にでも、遺

言として、多分おいらせ町出身の方々が東京のほうから、買って

くださっているような気がしますので、追跡調査はしておりませ

んけれども、そういう部分を含めて利用してくるものと期待して

おりますし、また、三沢市あるいは六戸、十和田の方々もそうい

う部分で、何かの縁で、おいらせ町に子供さんが住んでいる部分

があるのか詳しくはわかりませんけれども、そういうことで住ん

でくださるもの、あるいは利用してくださるものと考えておりま

す。 

 以上です。 

 

 西舘議長  １４番。 

 

質疑 １４番  町長と同じく、この方々が願わくばおいらせ町に転入してくれ
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 （松林義光君） ればありがたいなという気持ちであります。 

 これをもちまして、私の一般質問を終わります。 

 

 西舘議長  これで、１４番松林義光議員の一般質問を終わります。 

 ここで、暫時休憩します。１１時までです。 

  （休憩 午前１０時４３分） 

 西舘議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  （再開 午前１０時５９分） 

 西舘議長  引き続き、一般質問を行います。 

 ２席７番、平野敏彦議員の一般質問を許します。 

 ７番、平野敏彦議員。 

 

質疑 ７番 

（平野敏彦君） 

 令和元年第３回おいらせ町議会定例会に当たり、議長のお許し

を得て、７番平野敏彦が通告に従いまして一問一答方式により一

般質問させていただきます。 

 新しい令和の新時代、最初となる第２７回青森県民駅伝大会

が、「健脚でつなげ郷土の和と心」の大会スローガンのもと、新

青森県総合運動公園陸上競技場のこけら落としとして、コースや

区間、距離を一新して開催されました。 

 おいらせ町選手団は、令和の時代に新たな歴史を刻む思いを胸

に秘め、１本のたすきをつないだ結果、町村の部第３位、総合で

９位となりました。おいらせ町の選手が、全力でゴールを目指す

姿に多くの町民はスポーツのすばらしさと勇気と感動を覚えた

ことでしょう。監督を中心にチームの団結力を強め、選手強化に

尽力されました陸上競技協会の方々、そしてスタッフの方々に心

から敬意を表するものであります。アスリートたちの今後ますま

すの活躍を期待しております。 

 おいらせ町にあっては、祭りばやしの笛の音が聞こえる季節と

なりました。五穀豊穣と大漁祈願の百石まつり、そして下田まつ

りの開催が楽しみであります。少子化により、山車組への参加す

る子供の確保が大変だと聞いております。町を挙げての支援と、

子供たちの生涯の思い出になる祭りが開催されますよう、期待い

たします。好天に恵まれ、たくさんの町民が参加されますように

お祈りし、それでは、通告いたしました一般質問について町長の

所見をお伺いいたします。 
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 第１点目は、町行政組織の見直しについてであります。 

 町では、４月１日から「明るく元気で持続可能なまち」の実現

に向けて、町の組織が変わりました。変更後の、住民サービスの

効果はどのように変化したのかお伺いいたします。 

 

 西舘議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 お答えする前に、先般の県民駅伝においては、体育協会の会長

であられます平野議員初め、洞内監督さんのご尽力によりまし

て、大変いい成績をおさめてくださったことに感謝を申し上げま

す。 

 そしてまた、洞内監督が言った２位と３秒半しか違わないから

来年は２位を目指します、あるいはまた１位を目指しますという

力強い言葉を、平野会長も聞いたと思っておりまして、私も来年

はと思ってまた期待しておりますので、どうか来年もご協力のほ

ど、よろしくお願いします。ありがとうございます。 

 それでは、２席７番平野敏彦議員のご質問にお答えします。 

 行政組織の見直しについては、私の政策公約である「明るく元

気で持続可能なまち」の実現に向け、取り組みの具現化、そして

新たな行政課題に的確に対応するために、効率的・効果的な組織

体制の確立が必要であるとの認識から、町民課、環境保健課、介

護福祉課の保健福祉部門を本庁舎へ集約するとともに、政策公約

の推進強化と、将来を見据えた財政基盤の確立のため、従来の企

画財政課を改編し、政策推進課と財政管財課を設置したものであ

ります。 

 これにより、保健福祉部門３課が互いに連携をとりやすい環境

が整備され、利用する方にとっても手続が同じフロアで行えるな

ど、住民サービスが向上したと考えております。 

 また、政策推進課と財政管財課については、直接的な住民サー

ビスには影響しませんが、私の公約を推進する立場の政策推進課

と、その公約を健全な財政運営の視点から検討する財政管財課

と、それぞれの部門が互いの立場から政策の是非を見きわめ、推

進していることからも、結果的に私の考える「明るく元気で持続

可能なまち」の実現に向かっているものと考え、住民サービスに

寄与していると考えております。 
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 以上で答弁を終わります。 

 

 西舘議長  ７番。 

 

質疑 ７番 

（平野敏彦君） 

 今の、町長の答弁は自分の政策推進のために組織の改編をして

いるんだというようなことで、その効果も上がっているというよ

うなことであります。これ、当然、自分が進めたことですから、

そういう形で答弁するのは、私は予測されている範囲だなと思っ

ております。ただ、本当にこの部分で効果が上がっているのか、

これから一つずつ確認をしていきたいと思いますので、よろしく

お願いをしたいと思います。 

 組織を改編し、さっき町長が言った政策推進体制の強化と財政

基盤の確立に向けた組織体制にする、課も見直しをしたというこ

とになりますけれども、その財政基盤の確立に向けた取り組み策

というのは、これこれこれこれというのはあったら説明をいただ

きたいと思います。 

 

 西舘議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 それでは、お答えします。 

 財政基盤の確立に向けた取り組みでありますけれども、今年度

の当初予算編成に当たり行った財政確保策として、特定の経費を

一律で削減するという取り組みを行いました。しかし、この方法

は、おのずと限界があり継続が難しい方法であります。 

 一方で、高齢化の進展や、インフラや公共施設の老朽化などは

確実に進行しております。その対策を行うにも、財源が必要であ

りますが、歳入の減少が確実視される以上、さらなる財源確保の

取り組みが必要不可欠であります。 

 そこで、今年度から既存の事務事業全てについて見直しを行う

取り組みに着手しているところであります。それは、ヒト・モノ・

カネといった行政資源には限りがある一方で、町の業務はむしろ

増加してきたことを踏まえ、既存の事務事業の廃止や縮小も視野

に入れた見直しを行うことにより、財源確保とマンパワーの集中

を図り、持続可能なまちづくりを推進するというものでありま

す。 
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 ただし、全ての事務事業を検証するには相当の時間を要するこ

とから、複数年で取り組みを進めていく予定としております。 

 以上で答弁を終わります。 

 

 西舘議長  ７番。 

 

質疑 ７番 

（平野敏彦君） 

 具体的には、一律で各種団体の補助金をカットしたというよう

なことで、これもこれからは続けることは不可能じゃないかとい

うような話で、町長の字句には、非常に一生懸命やるという感じ

が込められているんですけれども、内容的なものはなかなか整っ

ていないなというふうな。もう具体的にこれこれこれこれ、こう

いうふうな形で削減なり、そしてまた改善するなり、そして財政

的にこのくらいの経費を生み出しますよという答弁になってい

ないんじゃないですか。私は、そういうのを聞きたいんですよ。

一律に補助金カットは簡単ですよ。各団体、全部今１０％カット

になって、聞いてみますと、高齢者の団体とかそういうふうなの

は非常に意気消沈をしております。これで本当に町長が公約して

いるこの地域まるごとケアとか、心支え合う、触れ合う心、こう

いうものが育ってくると思いますか。私は、非常に、もっとアイ

デア出して、成田 隆の政策公約を実行するという方法が示され

ていないなと。経費節減だけでこの公約が実施できますか。私は

非常に疑問を感じていますよ。そういうものでは、今の行政組織

の見直しは本当に正しかったのか、本庁舎の部署を今、さっき町

長が言った各課に配置がえした部署は何人いますか、本庁舎に。

分庁舎を見てみると、何人いますか。行ってみて、非常に、１階

見て危惧を感じますよ、ほとんど１階に人がいない。何人になっ

ていますか、本庁舎。そして、分庁舎は何人職員配置になってい

ますか。これ、一つお知らせください。 

 

 西舘議長 総務課長。 

 

答弁 総務課長 

（泉山裕一君） 

 大変申しわけございません。ちょっとそこまで詳しい数値は今

手元にお持ちしておりませんので、後刻答弁したいと思います。

申しわけございません。 
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 西舘議長  ７番。 

 

質疑 ７番 

（平野敏彦君） 

 この広報の４月にも載っていますけれども、地域整備課それか

ら教育委員会、農林水産課、農業委員会、商工観光課、これだけ

しかいませんよ。全体的に足してみたらすぐわかるんじゃないで

すか。職員の配置の、これで見てもすぐわかるんじゃないですか。 

 私は、次の３番のところで質問させていただきますけれども、

じゃあ、こういう体制になって、町民からどのような意見が寄せ

られているかお聞きしたいと思います。 

 

 西舘議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 ご質問にお答えします。 

 ４月からこれまでいただいたご意見としては、本庁舎に手続に

おこしになるお客様がふえたことにより、待合スペースが少ない

ことへの不満や、室内温度が高いなどの暑さに対する意見をいた

だいているほか、これまで分庁舎で用事を済ませていただいた方

におかれましては、部署が移転し不便になったという声が窓口へ

寄せられております。 

 一方で、保健福祉部門が集約されたことにより、今までよりも

手続が便利になったとの声もいただております。 

 以上で答弁を終わります。 

 

 西舘議長  ７番。 

 

質疑 ７番 

（平野敏彦君） 

 私も、たびたび本庁舎に来ますけれども、ある町民から本庁舎

には行きたくないと。なぜと。苦痛を感じると。用事を足しに行

って、あの狭いところで前も後ろも人が、前を行けば後ろを人が

歩くし、話し声が聞こえるし、本当に役場的な感じがしないとい

うふうな話を聞いているんですよ。私はやはり、今、町長が答弁

していますけれども、４月からこの狭い、分庁舎から来る人は非

常に不便だ、分庁舎から来る人は大変ですよ、本当に。そしてま

た、今言った保健福祉、これが１つになってと言いますけれども、

私は本当にこの保健福祉が本庁舎１つでいいのかと。さっきも、

本庁舎、分庁舎の職員の数を聞いたんですけれども、じゃあ本庁
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舎の周辺に、例えば１キロメートル以内に何人の町民がいるか。

分庁舎の１キロメートル以内に何人の町民がいるか、これ調べて

みましたか。人口的な比較もしてみたんですか。こういうふうな

人方が、そこの地域で今までサービスを受けてきたものが変わっ

て、いろいろな意味で不合理も感じて、不便を感じているわけで

すよ。この辺の捉え方というのは、本当にこれでよかったんです

か。もう一回確認します。 

 

 西舘議長  総務課長。 

 

答弁 総務課長 

（泉山裕一君） 

 機構改革を行いまして、今現在、４月からなので９月になって

おります。改めてわかってきたことというのは、先ほど平野議員

もおっしゃったとおり、繁忙期のところに、やはり窓口のところ

に人が多く集まるというのが改めてそこの部分というのが一つ

の欠点でもあるなっていうのは、こちらのほうでも認識をしてお

ります。今、その件に関して見れば、どういう解消の仕方がある

のかっていうのは今後検討していかなければならないというこ

とで、総務課でも認識しております。 

 あと、次の点ですけれども、本庁舎のほうに保健福祉を集約し

ているというのは、以前にもご説明したみたいにある程度ワンス

トップということで、一つのフロアで全てのものを一連に処理で

きるようにということを目的に行っているものであります。その

ような形で行っておりますので、基本的にはこちらに来庁してい

ただくという手間はございますけれども、以前のように本庁舎、

分庁舎をまたいで移動してもらうという部分に関しては解消さ

れておりますので、こちらのほうのワンストップの、ワンフロア

の中で、税務課、会計課も含めて５課が連動して行うというのが

改めてできるようになっております。そこの部分が、今回の機構

改革の一番のメリットだと思っておりますので、何とぞご理解の

ほどをよろしくお願いしたいと思います。 

 以上になります。 

 

 西舘議長  総務課長。 

 

答弁 総務課長  １キロメートル以内というのは、検討しているときに１キロメ



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－２４－ 

（泉山裕一君） ートル以内の人数というのは、試算したことはございません。 

 以上になります。 

 

 西舘議長  ７番。 

 

質疑 ７番 

（平野敏彦君） 

 今聞いて、私は非常に疑問を感じるわけですよ。ワンフロアで

ワンストップの流れを、ちゃんとこうやってサービスする、私は、

役場に来る人は２課にも３課にもまたがる人ってほとんどない

んじゃないですか。例えば、税金を納めに来る、例えば保健関係

では保健関係に来る。１回に２課、３課、用を足さなければなら

ないという町民というのは、そんなにないと思いますよ。やはり、

その辺のことをちゃんともう少し把握しなければならないんじ

ゃないかということが、私が疑問を感じている部分です。 

 続いて、４点目に入らせていただきますけれども、この医療・

福祉の連携について、そして再編後どのような効果が得られてい

るか、さっきちらっと話をしていますけれども、もう一回お願い

します。 

 

 西舘議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 ご質問にお答えします。 

 保健福祉部門が、同じフロアに集約されたことにより、利用者

の立場、職員側の立場、それぞれ効果が上がっていると感じてお

ります。 

 例を申し上げますと、未就学児童がいる世帯や、妊婦の方が転

入届や出生届を提出する際、環境保健課の母子保健係との面談が

スムーズに行えるなどの効果、あるいは、児童福祉に関しては母

子保健係と要保護児童対策係との間で連携や相談が可能となり、

虐待予防支援対応等が迅速に行われるなどの効果を確認してお

ります。 

 いずれにしても、同じフロアに保健福祉部門があることの強み

を生かし、引き続き連携体制を強化したいと考えております。 

 以上であります。 

 

 西舘議長  ７番。 
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質疑 ７番 

（平野敏彦君） 

 今言った保健福祉の連携が、これは何も別に本庁舎じゃなくて

もできることですよ、窓口が２つあるんだから。なんたかた本庁

舎じゃなければならないかという理由づけというのを、私はよく

理解できません。 

 それから、母子保健とか未就学児童、人口の何パーセントに当

たりますか。今、児童、それこそ子供が減少している時代ですよ。

もっと、場所とかそうじゃなくて、身のいった知識とかいろいろ

なもののサービスをすることが大事だと、私は場所じゃないと思

いますよ。高齢者の方々のパーセンテージはどうなっています

か。私は、もっとそこに住んでいる人方がまずは簡単に用事を足

せる、そしてまた安心して庁舎に来れる、そういう状況をつくる

べきだと私は思っていますよ。何かね、何が目的でこういう形に

なったのか、私はよく理解できないので、本当にこの部分につい

ては町民からもいろいろな意味で意見をいただいていますから、

もう一回再考すべきじゃないかなという思いがありますので質

問しています。 

 それから、続いてお聞きしますけれども、医療・福祉の連携と

いうのは、例えば組織改編にいって病院はどのような影響を受け

ているのか、効果が上がっているのか。これについて、第４点目、

お聞かせいただきたいと思います。 

 

 西舘議長  病院事務長。 

 

答弁 病院事務長 

（田中貴重君） 

 お答えいたします。 

 現在のところ、効果と言われると特段と病院とすれば見られて

いるというところはございません。 

 以上です。 

 

 西舘議長  ７番。 

 

質疑 ７番 

（平野敏彦君） 

 地域医療ケアシステムの構築というのは、前々からつくられて

あるんですけれども、今特に、団塊世代が７５歳以上となる２０

２５年をめどに、この地域医療ケアシステムの構築が叫ばれてい

るわけで、私は病院が身近にないというのが一番の問題じゃない
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かなという思いがするわけです。というのは、三村申吾県知事が

百石町長の時代、この地域包括ケアシステムの構築に向けていき

いき館をつくり、そしてまた病院と連携したシステムをつくった

わけですよ。それによって、医師が、保健師、いろいろな福祉関

係の方々と情報交換をして、定例的な会議を持って進めてきたわ

けですけれども、今その目的となった施設はもうほとんど使われ

ていない、社会福祉協議会が使っているわけですよ。なぜこうい

う形で病院を切り離した形でのその体制になっているのか。そし

て、また、病院会計を見ますと、３年連続でマイナス計上となっ

ているわけです。こういうふうなのが基本にあったら、私は逆に

病院の近くに、そしてまた医師と連携した情報交換をすることに

よって、病院経営にも、いろいろな意味で効果を生むんじゃない

かという期待をしていたんですけれども、全く、私から言わせる

とよく理解できません。病院と離れている距離的な部分について

は、全然心配ないということですか。 

 

 西舘議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 通告にない部分で、課長方も少し戸惑っている部分があります

けれども。それは病院には近くにあって、本当は患者の家の前に

あれば一番いいでしょうけれども、なかなかそうもいかないの

で、ある程度通勤して病院にかかってほしいという部分があると

思います。通告にないことですから、私の私見になりますけれど

も、そういう部分で、なかなか今、病院の経営も苦しい、いろい

ろな部分で説明はされているはずですけれども。何ですか、先ほ

ど、約５，０００万円ほど赤字があるというようなご意見もあっ

たように伺っていますけれども、そういう部分も含めて、いいこ

とはわかりますけれども、しからばどこまでやれるか、今の２つ

の庁舎の中で人員の配置、いろいろな部分で１カ所に入れれば一

番いいでしょうけれども、しからばその１カ所に入れるとしたら

どっちに入れればいい、あるいは新たに建てなければならないよ

という話になると思いますし、そういう部分では先走った話はで

きませんから、余り私見は言えませんけれども、今ある状況の２

つの建物の中で、あるいは職員の人数からいって、住民サービス

には最適の状況だと思って判断しているわけです。しかしなが
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ら、不便を来す人もあるでしょう。あるいは、もう昔からそうい

う不便を強いられている方々は普通だと思っている方もあるで

しょう。もしかして、近くに持っていくことによって、例えばで

すよ、北部に人口が多いから北部に庁舎あるいは病院を持ってい

けばいいかもしれませんけれども、それはなかなかできないこと

ですから、今まで便利だったのが不便になったと言いますけれど

も、最初から不便になっている方々のこともある程度考えてくだ

されば、しようがないよな、あるいは我慢しなければならないよ

なという考えにもなろうかと思いますので。多少不便になったこ

とでも、もっともっと不便な地域もある、人もいるということも

ご理解いただきたいなと思っております。 

 以上です。 

 

 西舘議長  ７番。 

 

質疑 ７番 

（平野敏彦君） 

 先ほどの中で、通告にないということですけれども、私は別に

質問しているんじゃなくて、経過を話をしただけですから。 

 ５点目に入らせていただきます。 

 そうしたら、この行政組織の見直し、メリット、デメリットに

ついてどのように変化したか、お伺いいたします。 

 

 西舘議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 お答えします。 

 これまでの答弁と重複する箇所があるかと思われますが、当初

想定していたメリットであるワンフロア化による事務手続や、相

談業務などのワンストップサービスの実現についての効果は確

実に上がっていると感じております。 

 一方の、デメリットしては、これまで分庁舎で手続が完結でき

た方に対して見ると、先ほども言いました本庁舎でなければ手続

ができないなど、交通弱者の方にも不便になっていることなどが

考えられます。 

 以上です。 

 

 西舘議長  ７番。 
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質疑 ７番 

（平野敏彦君） 

 １点だけ確認しておきますけれども。配置がえによって地域整

備課がなぜ本庁舎に不要になったのか。配置がえをしたのか。こ

こ１点だけ、お聞かせいただきたい。 

 

 西舘議長  総務課長。 

 

答弁 総務課長 

（泉山裕一君） 

 地域整備課に関して見れば、基本的には本庁舎のほうに福祉３

課を集めたいのが一番の趣旨になっております。そのため、地域

整備課自体はこちらのほうに大型の重機等もありますので、こち

らのほうが効率がいいというのは理解しながらも、やはり入るス

ペースというのが限られておりますので、分庁舎のほうで業務を

行ってもらうという形で、分庁舎に移動しました。基本的には、

１階に全部福祉３課を集めたいというのが趣旨になっておりま

す。 

 以上になります。 

 

 西舘議長  ７番。 

 

質疑 ７番 

（平野敏彦君） 

 そちらのほうを優先したということで。私は、いろいろな意味

で、災害対策、町長の直に初動態勢がとれる体制をつくるにはで

すよ、本当に分庁舎でいいのか疑問です。そういう考え方であれ

ば、私の考え方の相違だということで認識をしておきます。 

 ６番の、行政組織改編にともない、地域まるごとケアを重点事

項として掲げて本庁舎に担当課を配置しましたけれども、現在、

二川目方面から本庁舎に直行する町民バスの路線がないわけで

す。さっきも言ったように、いろいろな意味で条件をチェックし

て、こういう組織がえをしたのかですね、交通弱者への配慮が欠

けているんじゃないですか。これ、１点お聞かせください。 

 

 西舘議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 お答えします。 

 町民バスは、町内における公共交通サービスのかなめとして３

つの路線を設定し巡回運行しているもので、青い森鉄道のダイヤ
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改正に伴う運行時刻変更や、利用者等から寄せられた要望等を踏

まえ、路線の見直しなどを行ってきております。 

 ご質問の、二川目方面から本庁舎へ直行する路線については、

本年６月の運行改正に伴い、従来は直接乗り降りできた便があり

ましたが、改正後は分庁舎やイオンモール下田での乗り継ぎをし

なければ本庁舎へ来ることができないため、先ほども答弁したと

おり二川目方面から本庁舎へ来庁する方にとっては不便になっ

た可能性はあります。 

 バス運行の改正は、これまでも利用者からのご意見や要望、そ

してバス事業者との協議等を踏まえ決定していますが、バスの台

数や運行体制など限られた条件の中で運用しているため、バス利

用者全てに利便性の高いサービスを提供できていないことも課

題として認識しております。そのような課題も踏まえ、今年度町

内の公共交通体系の抜本的な見直しに向け検討作業を行ってお

りますので、その作業を踏まえ、可能な限り利用者のニーズに応

じたバス交通を含めた公共交通体系の仕組みを構築し、利便性の

高いものにしていきたいと考えておりますのでご理解をいただ

きたいと思います。 

 以上です。 

 

 西舘議長  ７番。 

 

質疑 ７番 

（平野敏彦君） 

 私は、聞いているのは、バス路線がないということですから、

ないのはないということで答えてもらえればいいですよ。あと

は、いつになったらこの見直しをしてこういうふうな体制を変え

ますよというような答弁は、私は聞きたいんですけれども、何か

こう、いつになれば実施可能なのか、肝心なところが一番出てき

ていませんよ。私は、前段とかそういうのは必要ないわけで。い

つになれば、じゃあ本庁舎へ直通の形で、北部の二川目地区、一

川目、あの辺は来れるようになるんですか。 

 

 西舘議長  政策推進課長。 

 

答弁 政策推進課長 

（成田光寿君） 

 お答えいたします。 

 二川目方面から本庁舎へ直通するバスの便ですが、現在のバス
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運行の体制では難しいものがあると考えてございます。理由等に

つきましては、先ほどの町長の答弁でもありましたが、東線につ

きましてはルートが３３８から本町方面に来る、旧百石の本町方

面に来ルートと、それから工業団地から川口のほうに行くルート

がありますので、あとはバス事業者のほうの運行時間の関係もあ

りまして、現体制では難しいものがあると考えてございます。 

 以上です。 

 

 西舘議長  ７番。 

 

質疑 ７番 

（平野敏彦君） 

 議長、私が聞いているのは簡単なことを聞いているんだよ。何

も要らない、前段は必要ない。いつやるかっていうのを聞いてい

るわけだから、いつごろになりますよとかって答えればいいです

よ。 

 

 西舘議長  政策推進課長。 

 

答弁 政策推進課長 

（成田光寿君） 

 失礼いたしました。 

 いつからというお答えですが、今年度抜本的な見直しを行って

おります。それで、方向性を来年度整理いたしまして、きちんと

した新交通体系のシステム施行は３年後をめどとして考えてご

ざいます。 

 以上です。 

 

 西舘議長  ７番。 

 

質疑 ７番 

（平野敏彦君） 

 ３年経てば、どういうふうな町政の流れが変わるかわかりませ

んよ。全く、本当に誠意がないんじゃないですか。 

 それでは、続いて２点目に入らせていただきます。 

 第２点目は、多目的ドームの建設についてであります。 

 町長は、平成３１年度第１階定例会において、町の基本計画ど

おり、一般質問された方に対して多目的ドームを建設すると答弁

をしておりましたけれども、私は再度確認する意味で一般質問し

たんですけれども、先般、議会が始まってから全員協議会を開催

して多目的ドーム建設を凍結した、これは本当にありきかなとい
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う疑問、ショックを受けたんですけれども。もう一回、私が質問

を出していますので、これで答弁をお願いします。 

 

 西舘議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 まずもって、先般、開会の日に全員協議会でご報告してしまっ

たこと、事務方はそれでも早めたと思っていると思いますけれど

も、大変申しわけないことをしたなと思って、議員各位にはおわ

び申し上げます。申しわけありませんでした。 

 それでは、ご質問にお答えします。 

 本年３月の第１回定例会一般質問において、多目的ドームの建

設規模と事業費について質問があり、現在実施設計に着手してお

り、規模を縮小することなく計画どおり進めるべく準備を進めて

いる旨答弁したところであります。 

 しかしながら、先日５日の議員全員協議会で申し上げたとお

り、実施設計業務の過程において、事業費の大幅な増額と厳しい

財政状況を踏まえ、事業推進の凍結を決断したところでありま

す。 

 以上です。 

 

 西舘議長  ７番。 

 

質疑 ７番 

（平野敏彦君） 

 質問事項に沿って質問しますけれども、実施計画では計画が大

幅に上回っているということで聞いてあったんですけれども、こ

の前の説明ですと、大幅に上回った額が出ていますけれども、今

後、答弁を、ちゃんとこのとおりという形で説明いただきたいと

思います。 

 

 西舘議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 お答えします。 

 先ほどの答弁と重なる部分がありますが、先日の議員全員協議

会でご説明したとおり、実施設計業務過程において事業費が計画

より約４億５，０００万円増という大幅な増額が見込まれたこ

と、そして町財政状況が大変厳しい局面を迎えており、このまま
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進めた場合、将来の行財政運営に大きな影響を及ぼしかねない状

況であることが判明したため、熟慮の上、事業をこのまま進める

ことについて一度立ちどまり凍結することを決断したところで

あります。 

 以上です。 

 

 西舘議長  ７番。 

 

質疑 ７番 

（平野敏彦君） 

 この部分については、私は、３０年１１月２２日の企画財政課

で出した今後の財政見通しと財源確保についての資料に基づい

て説明を、議員全員協議会で説明を受けたわけですけれども、そ

の後、３月議会で大丈夫かというふうな質問で大丈夫だよという

答弁があったわけです。今になって、７月に、町当局の出前講座

の資料を見ますと、財政のあらましでいっても非常に厳しいとい

うのが書いてあったんですけれども、議会の全員協議会が開かれ

たのが９月５日で、多目的ドームの整備事業の取り扱いについて

は今町長が言う４億５，４００万円増額になってできない、凍結

したい、２５年までの期間というふうな話だったんですけれど

も。私は、この町の、こういうふうな流れの中で、なぜ９月にな

ってから凍結という判断になったのか。この財政計画からいった

ら、３月時点でもうこれは要注意です、ドームについてはそれな

りにもっと細部にわたって検討しなければなりませんという話

があってもよかったんじゃないですか。全く見通しが、私ら議員

に対する説明というのは、何を根拠に説明するのか、私、理解で

きませんよ。３月議会で、町長があれほどちゃんとやるって言っ

ているのに、何カ月たっています。何でこういうふうに数値が変

わったんですか。もう一回説明願いますよ。 

 

 西舘議長  政策推進課長。 

 

答弁 政策推進課長 

（成田光寿君） 

 お答えいたします。 

 先般の、議員全員協議会の資料に載ってございましたが、もと

もとドーム整備事業につきましては１６億７，０００万円を前提

にいろいろな計画等を進めてきたわけであります。それが、昨年

度から今年度にかけての２カ年事業で実施設計業務に委託の過
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程の中で、当初１６億７，０００万円を前提としたものが４億５，

０００万円増というものがこの春判明いたしまして、それであり

ますと前提条件が異なるということで、この春から内部協議をし

てきて今回に至ったわけであります。 

 以上です。 

 

 西舘議長  ７番。 

 

質疑 ７番 

（平野敏彦君） 

 これまで、１６億７，０００万円の事業費が２１億２，０００

万円に膨らんで、その４億５，０００万円がふえたために財政が

立ち行かなくなるということでありますけれども、そういうのが

なぜ今だということについては、今なぜ議会に提案しなければな

らないのか。私はもっともっといろいろな意味で、財政的な部分

の分析というのをされたのか疑問ですよ。もっと、借り入れとか

そういうのをおこせなかったのか、計画的にそういう見通しが立

たなかったのか。本当に、ショックですけれども、本当にこのま

まではもうどうにも立ち行かないということで確認していいで

すか。 

 

 西舘議長  財政管財課長。 

 

答弁 財政管財課長 

（岡本啓一君） 

 ただいまの今後の見通しについてお答えいたします。 

 先般の、議会全員協議会でご説明したものと少しかぶる部分が

ありますが、ちょっとご容赦いただきたいと思います。 

 当町の財政状況につきましては、平成２９年度から普通交付税

の減少を主な要因として歳入が減っております。一方、歳出のほ

うは主には最低賃金の上昇などを反映した委託料の上昇だとか、

そういったものが背景としてありまして、コストは上がっており

ます。これまで内部でマイナスシーリングだとか、財源確保策と

いった取り組みを行ったのにもかかわらず、コストを減らすこと

ができずふえているという、（不規則発言あり）この結果にござ

います。よろしいですか。 

 

 西舘議長  ７番。 
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質疑 ７番 

（平野敏彦君） 

 時間がありますので、次に入らせていただきます。 

 その実施設計では、３番目の財源対策、このドームの財源対策

についてはもう４億５，０００万円超えて財源は手だてができな

い、それで凍結するんだということで解釈していいですか。 

 

 西舘議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 はい、そのとおりです。ですから、先般も説明したように、合

併特例債が使える期限であります令和２５年までに最終的な決

断はしたいと考えております。 

 

 西舘議長  ７番。 

 

質疑 ７番 

（平野敏彦君） 

 私もいろいろ確認してみました。そうしたら、本年度、３０年

度の一般会計の決算を見ますと、不用額が１億８，４００万円、

歳入歳出予算残額が１億８，６５７万９，６８７円、うち基金繰

り入れが１億円すると、繰り越しが８，６００万円。ここの歳入

計画、財政計画で見ますと、収支の差額を９，９００万円見込ん

でいるわけですね。約１億円が浮いているわけですよ。計画より

上回っているわけですね。これだって、この計画と違ってくるん

じゃないですか。財源があるんじゃないですか、これ。 

 それと、３０年度の、新年度の……新産業事業団の利子補給だ

って終わる、そこで１億円が浮く、私は一番のこの財政計画の中

で示されてある、町長の公約である給食の無償化についても約１

億２，０００万円、これらを総合的につなげていったらこの見直

しをしなくてもいいんじゃないか、凍結しなくてもいいんじゃな

いかと。そういうふうな見通しが私なりに立つ。私は、やはり、

成田町長の公約実現のためには、いろんな形でスタッフがいろい

ろな角度から分析、検討して、もっともっと結論出すべきではな

かったのかと。私は、この計画出たら来年は１億９，７００万円

が赤字で出ていますけれども、不用額が１億円以上出ているわけ

ですよ、毎年。こういう計画で、これがまた黒字になったら、財

源があることになるわけでしょう。やっぱり、そういう見通しが、

私は非常に甘いんじゃないかと。凍結の、２５年までなんていう

のは、私は全く、私らを、議会を軽視しているという思いがあり
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ますよ。いま一度、私の計画的な部分と、財政担当のほうの見通

し、これについてお伺いします。 

 

 西舘議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 今、担当課長が説明する前に、先ほどの答弁を訂正したいと思

います。 

 先ほど、私が凍結の時期を令和２５年と言ったような気がして

おります。失礼しました。令和７年ですか、そういうことですの

で訂正します。（不規則発言あり） 

 

 西舘議長  財政管財課長。 

 

答弁 財政管財課長 

（岡本啓一君） 

 昨年１１月に示した財政計画のことについてお答えいたしま

す。 

 昨年１１月に示しました財政計画につきましては、平成３０年

度は９，９００万円ほどの黒字を見込んでおります。しかしこれ

は、財政調整基金の取り崩しを見込んだ、３億７，０００万円ほ

ど見込んだ上での話でございます。ですので、この財政調整基金

の取り崩しがなければ、およそ３億円ほどの赤字となっていると

いった実態にございます。 

 それから、平成３１年度から平成３３年度までの状況について

お答えいたします。 

 そのときお示ししました財政計画では、およそ２億から３億

４，０００万円ほどの赤字を見込んでおります。この赤字分はど

うするかというと、財政調整基金の取り崩ししかないわけでござ

います。ところが、これは全てこの財政調整基金を取り崩してし

まうと、もうもはや予算の調整に使えないと。本来の財政調整基

金の役割が果たせないということで、財源確保策といったような

ことで、１億１，０００万円を目標として、先ほど話にも上がり

ました町単独補助金の減額であったり、委託料の減額であった

り、はたまた賃金の減額であったりといったような取り組みを行

いました。しかしながら（「いい。答弁が長い」の声あり）です

が、ちょっと済みません、見通しのことについて（「いや、いい、

もういい、わかった」の声あり） 
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 西舘議長  ７番。 

 

質疑 ７番 

（平野敏彦君） 

 いろいろ、それは説明はありますよ。でもやっぱり、私らと余

りにも説明したのとの相違があるということは、私は議会の部分

としては、なかなかよしとするべき部分ではないなという思いが

ありますし、さっき言った町長の公約の部分の給食の完全無償化

だって、やっぱりこれは見直すべきですよ。今、こういう重大な

時期だというのに、これだけは別枠というのは私は当たらないと

思いますよ。ちゃんと、五所川原の市長だって、選挙で公約して

当選して、大変だっていうことになったらやらないでしょう、見

直し、見送ったでしょう。やっぱり、こういうふうなトップとし

ての決断が、私は一番これからの財政運営上求められる部分じゃ

ないですか。財政担当課も、それだけ必死だったら、町長にそれ

だけ説明されたらどうですか。私はそういうふうな、職員があっ

てしかるべきだと思いますよ。それを一つ。（「町長」の声あり） 

 それから、続けて３点目に入らせていただきます。 

 指定管理者制度の導入についてであります。 

 令和２年４月施行の改正地方公務員法により、臨時職員の人件

費が大幅に増大する見込みから、民間活力を導入した効果的な管

理運営を導入し、財政基盤の強化を図るため指定管理者制度を導

入するとあります。みなくる館、町立図書館、大山将棋記念館の

３施設の直営と、民間委託の差額は２４０万９，０００円となっ

ておりますが、これで本当の財政基盤強化となるのかお伺いいた

します。 

 

 西舘議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 お答えします。 

 先ほど、答弁しようとしましたら、とまりましたので、後で個

別にお話ししたいと思っております。ご了解ください。 

 それでは、ただいまのご質問にお答えします。 

 直営方式と、民間委託費の差額２４０万９，０００円について

は、８月２６日に開催した総務文教常任委員会に提示した資料に

掲載している３館運営に係る経費比較で示した額になります。 
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 この経費は、主に、人件費の施設運営費等の直接経費などの合

計金額の差額でありますが、事業実施に当たっては地方自治法に

も規定している最小の経費で最大の効果を上げる努力が必要に

なると考えます。 

 平野議員ご質問の、財政基盤の強化についても、このような努

力の積み重ねにより構築されるものと考えておりますので、引き

続き事業実施に当たっては、サービスの低下をできるだけ招かな

いことを念頭に、経費削減に向けた取り組みを推進することをご

理解くださいますようお願いします。 

 以上です。 

 

 西舘議長  ７番。 

 

質疑 ７番 

（平野敏彦君） 

 続いて、１点、サービスの低下を招かないということでありま

すけれども、じゃあ再質問として、民間活力を導入した効果的な

運営管理の方法、具体的にどういうことをするんだということが

あったら説明いただきたいと思います。 

 

 西舘議長  総務課長。 

 

答弁 総務課長 

（泉山裕一君） 

 民間活力を活用した段階での管理の方法になります。 

 大きく分けて２つあります。 

 まず、１つは、毎年度出していただく事業報告書になります。

この事業報告書にのっとって毎年確認をいたします。それに伴っ

て、いろいろな情勢変わった部分とかっていうのは双方で協議を

行って、年度別協定の中で定めていくようになります。 

 あと、毎月の確認といたしまして、月次報告を受けることにな

ります。こちらのほうの中で、さまざまな館の運営の中で起こっ

ているものを、この報告書の中に示していただき、そこの部分で

確認するっていう形になります。 

 以上になります。 

 

 西舘議長  ７番。 

 

質疑 ７番  管理運営の方法ですから、私は例えば指定管理者がこういうふ
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（平野敏彦君） うな方向づけでこの施設を管理し、運営しますよという目標が定

められているのかなと思ったら、そういうことじゃないという、

結果に基づいてということですから、私とちょっとずれています

から、次の質問をさせていただきます。 

 全員協議会での、検討着手区分の児童館の直営と民間委託の差

額というのはどのくらいになるんですか。 

 

 西舘議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 お答えします。 

 児童館運営を町が直接行った場合に必要な経費は、会計年度任

用職員に移行した児童館職員の人件費等で約６，２９０万２，０

００円が見込まれます。 

 一方で、指定管理者制度へ移行した場合に見込まれる経費は、

人件費や指定管理料などで約５，４７６万１，０００円となり、

その差額は単年度で約８１４万１，０００円と試算しており、先

ほど答弁した社会教育施設の差額と合わせると約１，０００万円

程度の財政効果が、試算の段階では見込まれております。 

 以上です。 

 

 西舘議長  ７番。 

 

質疑 ７番 

（平野敏彦君） 

 この資料に基づいて見てみますと、木ノ下児童センター９人、

それからみなくる館、図書館、大山記念館、これらを入れると１

５人の方々が任用期間が解かれるわけで、本当に私から言わせる

と、せっかくこれまで長年にわたって臨時職員として携わってき

たのに、今のこの働き方改革の恩恵を受けることなく次に移行さ

れるというのについては非常に残念だし、本人の気持ちも、本当

に役場というのはこういうことのやること、役所なのかなという

ふうな思いを持っているかどうかわかりませんけれども、私はそ

ういう思いです。 

 それによって、この３点目に入らせていただきますけれども、

指定管理者制度を導入することによって、今の言う会計年度任用

職員の採用は来年はなくなるんですか。 
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 西舘議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 お答えします。 

 指定管理者を予定している児童館、図書館、みなくる館、大山

将棋記念館において、事業者選考などの手続を経て指定管理者が

決定した場合、施設の管理運営は指定管理者になるため、指定管

理者が職員を採用することになります。したがって、指定管理者

を予定している施設への会計年度任用職員の配置及び採用はで

きないものと考えております。 

 以上です。 

 

 西舘議長  ７番。 

 

質疑 ７番 

（平野敏彦君） 

 指定管理者に移行することによって、指定管理者が採用してい

くんだっていうのはわかります。じゃあ例えば、指定管理者が決

定できなかった場合、そういう場合はどういう対応をするんです

か。 

 

 西舘議長  総務課長。 

 

答弁 総務課長 

（泉山裕一君） 

 指定管理者が、募集の状況で、まず応募がなかったという状況

になります。そういう場合は、再募集するということがまず一つ

考えられます。そのほかには、業務委託での検討、あわせて直営

で行うかの検討をするという形が必要になると思います。 

 以上になります。 

 

 西舘議長  ７番。 

 

質疑 ７番 

（平野敏彦君） 

 再募集する、そしてまたそれでもなかったら業務委託します。

その、今働いている方々についてはいつになって、そういうもう

来年の採用はありませんよという通告をするんですか。その時期

をお伺いします。 

 

 西舘議長  総務課長。 
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答弁 総務課長 

（泉山裕一君） 

 今、児童館及び社会教育施設の３施設なんですけれども、指定

管理者制度のほうに移行していきますというのは順次説明をし

ております。今の段階は、そういう形で町としては指定管理者と

いうことやって募集をいたしますということの説明を行ってい

るという状況でございます。 

 以上になります。 

 

 西舘議長  ７番。 

 

質疑 ７番 

（平野敏彦君） 

 それぞれ、生活を抱えて働いているわけですから、私は非常に、

行政側の都合だけで事務を進めては、私は働く人の心情というの

を理解していないような気がしますよ。早目、早目に対応して、

やっぱりこういう形で進めて、こうなればこうなるということの

説明をちゃんとすべきだと思いますよ。そこを一つ……、あと５

分、わかりました。 

 じゃあ、続いて４点目の質問に入らせていただきます。 

 受動喫煙防止対策についてであります。 

 ２０１８年７月１８日に改正健康増進法が成立し、２５日に公

布されました。罰則つきで禁煙場所での喫煙を禁じ、これまでの

努力義務だった望まない受動喫煙防止を義務化する法律です。そ

れに伴い、２０１９年７月１日から役所、学校敷地内が原則禁煙

となりました。町の対応についてお伺いをいたします。 

 

 西舘議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 お答えします。 

 町では、昨年７月に成立した健康増進法の一部を改正する法律

に基づき、第１種施設である行政機関を初め、学校、病院の施設

を敷地内禁煙とし、さらに喫煙スペースである特定屋外喫煙所も

閉鎖し、７月１日から敷地内での喫煙を完全に禁止したところで

あります。来庁する喫煙者の皆様にはご不便をかけることになり

ますけれども、昨今の社会的・時代的背景からもご理解いただけ

るものと認識しております。 

 以上です。 
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 西舘議長  ７番。 

 

質疑 ７番 

（平野敏彦君） 

 ７月１日からは、今町長が答弁する第１種で、行政の敷地内全

面禁煙ということになるわけですけれども、来年、２０２０年４

月１日からは全面的に法律が施行されるわけで、これに対する町

の対応というのは、どういうふうな取り組みをしていくんです

か。 

 

 西舘議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 お答えします。 

 本年７月１日から、学校、児童福祉施設、病院、行政機関の庁

舎である第１種施設では、特定屋外喫煙所以外での敷地内は禁煙

となりましたが、２０２０年４月からは事務所、工場、旅館、ホ

テル、飲食店、鉄道などの第２種施設でも、原則屋内での喫煙が

禁止されます。町としては、行政機関の敷地内禁煙を実施してお

りますが、公民館や体育施設などの行政機関ではない施設につい

ては、敷地内であっても周囲の状況に配慮すれば屋外での喫煙は

認められているため、今後喫煙のあり方については必要に応じ

て、施設を利用する方の意見などを踏まえ検討していく予定であ

ります。 

 以上です。 

 

 西舘議長  ７番。 

 

質疑 ７番 

（平野敏彦君） 

 ２０２０年までまだ期間があるわけでありますけれども、今、

町長が答弁している第１種については全面敷地内、そういうもの

で対応していくよということで、状況に応じて、喫煙者の権利も

守られているわけですから、やっぱりそういうものを町でどうい

うふうな、じゃあここで、ここの場所とかって指定してやるのか、

その施設ごとに、工場とかそういう部分についてはこういう形で

取り組んでくださいとかっていうことになるのか、そこのところ

の取り組み方を一つ補足していただきます。 

 

 西舘議長  総務課長。 
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答弁 総務課長 

（泉山裕一君） 

 多分、第２種の施設という形になると思います。第２種の施設

ということになりますと、今の施設の中ではほとんど屋内は禁煙

の対応をとっておりますので、基本的には第２種施設としての本

来この法に定めている部分はクリアされているものと認識して

おります。 

 ただ、今後、第１種施設、庁舎等と同様な形で検討していくの

か、対応をどうしていくのかというのは、今後の検討次第になっ

ていくと思いますので、各おのおのの施設管理する担当課でまず

基礎的な部分を今後検討していくものと思われます。 

 以上になります。 

 

 西舘議長  ７番。 

 

質疑 ７番 

（平野敏彦君） 

 私は、一般質問これで終わりますけれども、いろいろな意味で

今回は大変重要な課題が山積したなと思っております。町長初

め、各課長の皆さんには真摯な答弁をいただきましてありがとう

ございました。 

 終わります。ありがとうございます。 

 

 西舘議長  これで７番、平野敏彦議員の一般質問を終わります。 

 お昼のため、１時３０分まで休憩します。 

  （休憩 午後 ０時００分） 

 山副議長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  （再開 午後 １時３１分） 

 山副議長  議長にかわり、副議長が暫時議事を進行します。 

 ここで、総務課長より２席７番平野議員からの再質問について

の答弁漏れがあり、答弁したいとの申し入れがありましたので、

これを許します。総務課長。 

 

答弁 総務課長 

（泉山裕一君） 

 ２席７番平野議員の質問事項１、行政組織見直しについての中

で、本庁舎及び分庁舎の職員の人数が何人かという質問に対して

答弁いたします。 

 平成３０年度の職員数は、本庁舎８２人、分庁舎７７人になり

ます。令和元年度につきましては、本庁舎１０１人、分庁舎５４
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人になります。 

 後刻答弁になりましたことをおわびするとともに、今後答弁で

きるよう努力していきたいと思います。 

 以上になります。 

 

 山副議長  引き続き、一般質問を行います。 

 ３席６番、日野口和子議員の一般質問を許します。 

 

質疑 ６番 

（日野口和子君） 

 議長のお許しを得て、６番日野口和子、一般質問をさせていた

だきます。 

 １点目、改めて問う子育て支援対策ということで、妊娠期から

子育て期までの悩み等、気軽に円滑に進められているのかお答え

ください。 

 

 山副議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 ３席６番、日野口和子議員のご質問にお答えします。 

 妊娠・出産・子育てに対する不安や悩みを抱えている方は多く、

その不安や悩みに耳を傾け、必要な支援を切れ目なく行っていく

ことは大変重要であります。 

 そのために、母子健康手帳交付や、出生届時妊産婦・乳幼児の

家庭訪問、保育施設や医療機関への訪問、妊婦・乳幼児健診の際

の医師や助産師、保健師や栄養士による面談など、多くの機会を

捉え、妊娠・出産・子育てが苦痛ではなく、喜びと感じられるよ

うにサポートに努めております。 

 また、今年４月から町民課、環境保健課、介護福祉課の保健福

祉部門を本庁舎に配置したことにより、母子保健と児童福祉の連

携がより円滑に進められてきていると考えております。 

 以上です。 

 

 山副議長  ６番。 

 

質疑 ６番 

（日野口和子君） 

 答弁ありがとうございます。 

 本庁舎にまとまったということで、皆さん、来る人たちもすご

く便利というか、安心感を持っているんじゃないかなということ
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を、私も傍目か見てそう感じておりました。ありがとうございま

す。 

 ただ、どこに行っていいかわからないという、複数のお母さん

方の声も上がっており、相談に来るのを待つだけではなく、積極

的に町民に寄り添う対策をとる必要があると思いますけれども、

お考えをお示しください。 

 

 山副議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 お答えします。 

 子育て支援に関して、どこに相談に行けばいいのかわからない

という声があるとのご指摘であります。妊娠・出産・子育ての相

談は、内容によって担当課が異なる場合があります。戸惑われる

方がいるかもしれませんが、先ほど答弁したとおり、保健福祉部

門３課を本庁舎に配置したところであり、本庁舎におこしいただ

ければ安心して相談できるよう連携を密にし、対応するように努

めております。 

 さて、議員ご指摘の相談に来るのを待つだけではなくて、積極

的に町民に寄り添うような対策が必要であるとのご意見につい

ては、全く同感であります。 

 したがって、保健師や栄養士が妊産婦や乳幼児を対象に可能な

限り家庭を訪問し、相手側の都合により相談できないような場合

には、電話や面接での相談にて、妊娠の経過や健康状態の確認、

家庭環境の把握、産後の育児についての相談など、不安や悩みに

耳を傾け、専門的な知識と経験に基づき、必要な支援を行ってお

りますので、今後も引き続き取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

 以上です。 

 

 山副議長  ６番、日野口議員。 

 

質疑 ６番 

（日野口和子君） 

 すごく、女性の立場、母親の立場、子供を妊娠している親の立

場、子供を持っているお母さんの立場になればありがたい言葉を

いただいたと思っております。ぜひとも、そういうふうにして、

お母さん方に寄り添って、たくさん悩みを持っている人はいるん
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ですよ。泣きながら来る方もいます。ですからそれを、私は保健

福祉課のほうに行ってきたら、保健師さんに相談したらというこ

としか言えない場合もあるんですよね。私だけに話をして、これ

を私どこに持っていけばいいのかというときもありますけれど

も、そこのところもよろしくお願いいたします。 

 ですから、３番目の、妊娠期から子育てまでの切れ目のない支

援拠点、これは必要ではないかな、町民に広く知らされているの

かなということをお聞きしたいと思っております。 

 

 山副議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 お答えします。 

 平成２９年の母子保健法の改正により、妊娠期から子育て期に

わたる総合的相談や支援などの業務を担う母子健康包括支援セ

ンターの設置が努力義務化されました。 

 これを受けて、平成２８年度から関係課により検討を重ね、母

子保健業務と児童福祉業務を融合したワンストップ拠点を令和

２年度に設置する方向で庁議決定いたしました。ただし、新たに

施設を建設するものではなく、事務分掌の見直し等の組織機構を

改編するというものであります。 

 このセンターを設置することにより、妊娠期から子育て期まで

支援の必要な方がワンストップでサービスを受けることが可能

となり、相談や悩み事にきめ細かく対応を行えること、そして児

童虐待の予防や発見対応が早期に行えるなどの効果が見込まれ

ます。 

 なお、センターの詳しい内容については、庁内で調整や協議を

している段階であり、１２月定例会前の議員全員協議会などで議

員各位へ説明した上で、町民を初めとした関係者へお知らせを

し、理解を得ていきたいと考えております。 

 以上です。 

 

 山副議長  ６番、日野口議員。 

 

質疑 ６番 

（日野口和子君） 

 ありがたい言葉をいただきました。ぜひとも、新しく建物を建

てるんじゃなくて、ある建物の中でそういう場所があると、お母
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さん方も安心して行けるだろうと思っておりますので、よろしく

お願いいたします。 

 ４番目の、子育て支援センター情報、これ、今月号にも載りま

したけれども、子育て支援センター情報が広報おいらせ７月号に

記載されておりましたが、「詳細は町ホームページで確認を」と

記されておりましたが、果たしてこれでよいのでしょうか。ホー

ムページを開けない人たちもいるんですよね、若いお母さんであ

っても。丁重に各月の行事予定を記載する必要があるのではない

かなと思っているのですけれども、お考えをお示しください。 

 

 山副議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 お答えします。 

 子育て支援センターの情報は、ことし４月号までは毎月広報１

ページを使用し、行事予定も含め掲載しておりましたが、広報経

費節減と読者が限られるなどの理由により、現在は行事予定を省

略し、掲載枠を縮小した上で掲載しております。 

 したがって、この掲載枠を縮小した対策として、子育て支援セ

ンター事業の利用家族は若者世代が多いため、スマートフォン等

の情報機器からホームページを確認できるように広報へ掲載し

ております。 

 また、議員ご質問のホームページを利用できない方への対応に

ついては、直接町民課へご連絡いただければ、町でチラシを配布

したいと考えております。 

 以上です。 

 

 山副議長  ６番、日野口議員。 

 

質疑 ６番 

（日野口和子君） 

 ありがとうございます。今度、そのような方がおりましたら、

町民課へ相談に行ってくださいということでお話をしておきま

す。 

 次に、２番目にいきます。 

 障害者の現在実情はどうなっているのでしょうかということ

ですけれども、まず１点目、当町の障害者は現時点で何名おられ

るのでしょうか。 



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－４７－ 

 

 山副議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 ご質問にお答えします。 

 障害者基本法において、障害者は身体、知的、精神の３つの障

害に分類され、身体障害者手帳の所持者は８５２人、知的障害者

に交付する愛護手帳が２５７人、精神障害者保健福祉手帳が１８

１人となり、本年８月末現在では合計で１，２９０人となってお

ります。 

 以上です。 

 

 山副議長  ６番、日野口議員。 

 

質疑 ６番 

（日野口和子君） 

 ただいま、町長から身体、知的障害、精神、この人数を数えて

教えていただきましたけれども、意外と多いんですね。びっくり

しました。ぜひとも、この方たちがよりどころとするところがあ

ればいいなと思っております。 

 じゃあ、２番目の、障害者のために町はどのような対策をとっ

ているのかお伺いします。 

 

 山副議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 お答えします。 

 町では、障害者対策として平成２９年度から令和８年度までの

１０年間を計画期間とした「第２期おいらせ町障がい者基本計

画」を策定しております。 

 この計画の３つの基本目標として、地域生活を支える保健・福

祉・医療の充実、社会参加を促進する支援の充実、お互いを思い

やりともに支え合う環境づくりを定めているほか、主要施策とし

て在宅生活支援の充実、経済面の安定と支援、相談支援体制の充

実、雇用促進と就労支援の充実、権利擁護の充実などにより、障

害福祉のサービス提供や充実を図っているところであります。 

 以上です。 

 

 山副議長  ６番、日野口議員。 
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質疑 ６番 

（日野口和子君） 

 今、お伺いしましたら、多岐に、地域社会環境と、また対策も

含めてですけれども、多岐に支援のための対策をとっているとい

うことでした。でも、この方たちは、例えば社会参加というとき

には、今何人くらいいるんでしょうかね、社会参加。（「答弁」の

声あり）わからなかったら後でもいいです。後で教えてくれれば。 

 

 山副議長  介護福祉課長。 

 

答弁 介護福祉課長 

（田中淳也君） 

 お答えします。 

 社会参加、何人くらいということで、どの辺まで社会参加とい

うところで捉えるかもありますけれども、大部分は施設の入所、

それから施設に通所、それから就労支援とかも行っていますけれ

ども、それも外に出るための、本当の普通の方たちと一緒に仕事

をする手前の就労支援、それから施設だけで行っている就労支援

と、３段階くらいの就労支援があります。それを、克服できるよ

うな方たちが健常者の方と一緒に生活する社会参加になってい

くものと思っておりますので、この中の少数人数と思っておりま

す。 

 以上です。 

 

 山副議長  ６番、日野口議員。 

 

質疑 ６番 

（日野口和子君） 

 あれ……、今、就労、施設の受け入れは幾つありましたでしょ

う、何社というか、ありますか。行っているところですね。 

 

 山副議長  介護福祉課長。 

 

答弁 介護福祉課長 

（田中淳也君） 

 障害のほうは、施設が県内で相当数ありまして、まず、県内で

さまざまな施設がありますけれども、約１，２００くらいの事業

所があります。そのうち、管内といいますかここら辺近郊になり

ますと、上北郡、三戸郡、八戸、三沢、十和田くらいになります

と、大体２０種類くらいの施設でありまして、数としては３８０

くらいあります。そのうちの当町においては、種類としますと１

４種類、３１事業所あります。 
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 以上です。 

 

 山副議長  ６番、日野口議員。 

 

質疑 ６番 

（日野口和子君） 

 ただいまおっしゃった１４種類というのはどのようなものか、

教えていただきたいと思います。 

 

 山副議長  介護福祉課長。 

 

答弁 介護福祉課長 

（田中淳也君） 

 一つは、居宅介護支援といいまして、在宅サービスをするため

の計画を策定する支援。それから、重度障害者に対する訪問介護、

それから、障害者を支援する同行援護サービス。それから、施設

での介護をする生活介護。それから、短期入所。それと同じく、

入所支援。次に、共同生活介護、グループホーム等になります。

あと、自立するための自立訓練。それから、就労支援のＡ型及び

Ｂ型。あとは、一般相談支援の地域の移行支援と、地域の定着の

ための支援というのがあります。あとは、児童発達支援。それか

ら、放課後等のデイサービス。 

 以上になります。 

 

 山副議長  ６番、日野口議員。 

 

質疑 ６番 

（日野口和子君） 

 それでは、変えていきますけれども、今現在、障害者、知的、

精神的、身体的いろいろ３通りありますけれども、障害者をこの

おいらせ町で就労させている施設は何件ありますか。 

 

 山副議長  介護福祉課長。 

 

答弁 介護福祉課長 

（田中淳也君） 

 お答えします。 

 就労させている事業所は、就労支援のＡ型というのが１カ所、

それからＢ型というのが４カ所、計５カ所になります。 

 

 山副議長  ６番。 

 

質疑 ６番  済みません、私、勉強不足で。 
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（日野口和子君）  就労支援Ａ型とＢ型というのは、そのあれは、どういうふうに

理解すればいいんでしょうか。 

 

 山副議長  介護福祉課長。 

 

答弁 介護福祉課長 

（田中淳也君） 

 国の制度で示されているものをちょっと読みたいと思います。 

 就労支援のＡ型というのは、通常の事業所に雇用されることが

困難な障害者のうち、適切な支援により雇用契約等に基づき就労

する者とあります。 

 Ｂ型のほうについては、前段のほうが同じですが、読み上げま

す。通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、通常

の事業所の雇用されていた障害者等で、その年齢、心身の状態、

その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困

難となった者ということで定義をされております。 

 以上です。 

 

 山副議長  ６番、日野口議員。 

 

質疑 ６番 

（日野口和子君） 

 ごめんなさい、まだ理解が足りませんので、後でゆっくり教え

ていただければありがたいと思いますけれども、よろしくお願い

します。 

 次……３番目にいきます。 

 公共施設のバリアフリー対策、これはどうなっているのかとい

うことで、説明をお願いします。 

 

 山副議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 お答えします。 

 公共施設のバリアフリー対策については、高齢者、障害者等の

移動等の円滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリー法の

中で定められる床面積が２，０００平方メートル以上である一定

規模以上の特別特定建築物が対象で、当町の施設ではみなくる

館、町民交流センター、いちょう公園体育館、おいらせ病院、本

庁舎、分庁舎の６施設が該当します。 

 また、バリアフリー法では、最低限のレベルである建築物移動
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等円滑化基準への適合を義務づけており、その主なものとしては

出入り口や廊下幅の確保、あるいはスロープや手すりの設置、エ

レベーターやその乗降ロビーへの一定規模の面積確保、そしてト

イレ設置の場合は車椅子使用者等への配慮、さらにオストメイ

ト、これは人工肛門のことだそうですけれども、それの対応など

が決められており、当町においてはこれらの基準全てを達成して

いる建物はおいらせ病院だけで、その他の施設においては完全に

基準を満たし切れていない状況であります。 

 以上です。 

 

 山副議長  ６番、日野口議員。 

 

質疑 ６番 

（日野口和子君） 

 町長、おっしゃっているとおり、例えば北部公民館なんかもス

ロープも狭いし、階段なんかもすごく不便な状態でいます。 

 きのう、阿光坊古墳館ですか、あそこに行ったら、すばらしい

スロープはあるし、こういうふうに広くとって高齢者にも誰にで

も入れるような出入り口であればいいなと思っていましたので、

どうか考えてみてくださればありがたいと思っております。 

 ３番目にいきます。 

 来庁する町民のための快適な庁舎ということでございますけ

れども、現庁舎の空調設備の整備を考えていただけないでしょう

かなと思っております。 

 なぜなれば、私も６月下旬からたびたび庁舎に出向くことが多

くて、そのたびに町民の姿に戸惑いを覚えることがありました。

タオルなりハンカチなり扇子なりで暑さをしのいでおります。暑

さを我慢している。 

 先般、７月３０日、３１日と岩手県の視察に、４つの庁舎視察

に行ってきました。そうしたら、どっちも快適なのね。だから、

こういうところ……もあるんだなと気づいてきましたし、改め

て、ここ、我がおいらせ町の庁舎の不備、ごめんなさいね、不備

を再認識して帰ってきたような状態でございます。岩手県のほう

は、もう来庁者もゆったりとして、それぞれ思い思いにくつろい

でおりますし、高校生なんかも宿題なんかしたりしていてゆった

りしている、とてもすごく印象的な事ごとがありました。 

 だから、今お金がないのはわかります。建物も凍結している、
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これも勇気、尊敬します。ですけれども、財政が逼迫している中

でも、何ていうんですか、町民ファーストの立場で考えてみたら、

空調設備は今すぐにもできるんじゃないかなと私は思っている

んですよ。どうでしょうか、お伺いします。 

 

 山副議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 お答えします。 

 現庁舎の建設は、本庁舎が昭和５８年に、分庁舎が昭和５０年

と、これ以外にもその当時に建設された公共施設には冷房設備が

整備されていないため、近年の猛暑時期に来庁する住民の皆様に

は大変不快な思いをさせ申しわけなく思っているところであり

ます。 

 本庁舎の冷房設備については、平成２２年に導入に係る費用の

調査を行った結果、見積額で約１億４，０００万円が必要とされ、

現在だとそれ以上の費用が見込まれると想定しております。この

ような調査結果から、庁舎への冷房設備を見送り、各課に扇風機

での対応を行っているところであります。 

 しかし、今後、統合庁舎の方向性が決まり、仮に庁舎建設とな

った際は、冷房設備などの導入も含め検討することになります

が、現時点では多大な経費が見込まれるため、新たに冷房設備を

導入する予定はないことをご理解くださいますようお願いしま

す。 

 以上で答弁を終わります。 

 

 山副議長  ６番、日野口議員。 

 

質疑 ６番 

（日野口和子君） 

 お金がないと言われれば、私、次の言葉が出ないんですけれど

も。財政が逼迫している中でも……この一般質問するのは正直言

ってちゅうちょしたんですよ。だけれども、ここ年々、東北地方

もそうだけれども、北東北も、フェーン現象が起きていて、もう

どっちが沖縄か、私のふるさとの沖縄かわからないくらいの温度

です、高温です。きょうも３０度を超えているだろうと思います

けれども。ですから、この温度状況もありますので、来庁される

町民の方のことを第一に考えていただき、そしてまた庁舎に、私
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たち一旦庁舎から出ればクーラーでもかけて車の中で涼むこと

もできるんですけれども、庁舎で朝から夕方まで働いている町

民、職員ですね、職員も町民の一人です。私たち町民のために手

となり足となり目となり、一生懸命働いてきているわけです、そ

の庁舎の職員も町民だということを含めて、もう一度考えていた

だければありがたいなと思って、私の質問を終わりたいと思いま

すけれども、最後に、先般の全員協議会の中で、町長の凍結とい

う決断、敬意を表したいと思います。町民の一人としてありがと

うと申し上げ、私の一般質問を終わります。 

 以上です。（不規則発言あり）答弁、どうぞ。 

 

 山副議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 町民を思いやる、そして職員を思いやる気持ちは大変ありがた

く受けとめなければならないし、真剣に受けとめております。今、

現在、この議場も相当な暑さかなと思って、私も少し汗気味にな

っておりますけれども、いろいろな部分で金がないと言えば問題

解決するんでないかという考えは一切持っておりませんので、で

きるだけ経費を捻出して、しからばどこから手をつければいいの

かなということも含めて、職員とよく相談しながら、いろいろな

部分で考えさせていただきますようお願いします。ご指摘、あり

がとうございました。 

 終わります。（「ありがとうございます」の声あり） 

 

 山副議長  これで、６番、日野口議員の一般質問を終わります。 

 

 山副議長  引き続き、日程第２、報告第５号、平成３０年度おいらせ町健

全化判断比率及び資金不足比率についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 財政管財課長。 

 

当局の説明 財政管財課長 

（岡本啓一君） 

 それでは、報告第５号についてご説明いたします。 

 議案書は１ページから２ページになります。 

 本件は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１

項及び第２２条第１項の規定により、平成３０年度決算に基づ
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き、健全化判断比率及び資金不足比率について、監査委員の意見

を付し報告するものであります。 

 結果から申しますと、議案書２ページに記載のとおり、健全化

判断比率は早期健全化基準内、資金不足比率にあっては経営健全

化基準内となっております。 

 説明につきましては、別冊の決算報告書主要施策の成果で行い

います。緑の表紙になります。そちらをご用意いただいて、１５

０ページをお開きください。 

 それでは、決算報告書の１５０ページ、（１）実質赤字比率、

連結実質赤字比率についてです。 

 実質赤字比率につきましては、表の（Ａ）の欄に記載のとおり、

一般会計等の実質収支が１億８，４３７万７，０００円と黒字で

あったため、数値の計上はありません。また、連結実質赤字比率

につきましては、（Ｄ）の欄に記載にとおり、各会計を連結した

実質収支が１１億６，４２８万５，０００円という黒字であった

ため、数値の計上はありません。 

 次に、（２）の実質公債費比率です。今年度ご報告する数値は

３カ年平均で１１．１％ですが、昨年度ご報告した数値が１１．

５％でしたので、前回報告した数値と比較しますと０．４ポイン

トの減となります。なお、単年度の比率は、昨年度とほぼ同様の

１０．８６８０９％となります。 

 次に、（３）の将来負担比率です。 

 １５１ページになります。 

 今年度ご報告する数値は１４．０％。前年度と比較し、１．５

ポイントの減となります。 

 主な増減要因は、この表の③の欄、地方債の償還に係る一般会

計等からの繰り入れ見込みの減によるものであります。 

 最後に、資金不足比率です。 

 １５２ページをごらんください。 

 （１）の病院事業会計につきましては、（Ａ）の資金剰余額の

欄に記載がありますように、流動資産額が流動負債額を大きく上

回っており、資金不足を生じておりませんので、資金不足比率の

計上はございませんでした。 

 また、（２）の公共下水道事業特別会計と、（３）の農業集落排

水事業特別会計につきましては、それぞれ表中の（Ａ）の欄に記
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載しましたように、歳入歳出差引額が黒字であるため、資金不足

比率の計上はありませんでした。 

 なお、健全化判断比率とあわせて、町財政状況を把握するため

必要な情報について、１５４ページに掲載いたしております。 

 これは、先日５日の議員全員協議会における内容と同様のもの

でありますので、詳細についての説明は省略いたしますが、あわ

せてごらんいただきたいと思います。 

 以上で説明を終わります。 

 

 山副議長  説明が終わりました。 

 この際、質疑を受けます。質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 山副議長  なしと認め、本件に対する質疑を終わります。 

 以上で報告第５号を終わります。 

 

 山副議長  日程第３、報告第６号、平成３０年度おいらせ町一般会計継続

費精算報告についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 財政管財課長。 

 

当局の説明 財政管財課長 

（岡本啓一君） 

 それでは、報告第６号についてご説明いたします。 

 議案書は３ページから４ページになります。 

 本件は、平成２９年度から平成３０年度まで継続費で実施いた

しました町総合計画策定事業が終了しましたので、地方自治法施

行令第１４５条第２項の規定により、継続費の精算報告をするも

のであります。 

 内容につきましては、町総合計画策定支援業務の委託契約を２

カ年として実施したもので、２カ年分の計画額８３６万円に対

し、支出実績合計が８１６万２，６４０円となり、差し引き１９

万７，３６０円が不用額となったものであります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 山副議長  説明が終わりました。 

 この際、質疑を受けます。質疑ございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 
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 山副議長  なしと認め、本件に対する質疑を終わります。 

 以上で報告第６号を終わります。 

 

 山副議長  日程第４、報告第７号、平成３０年度青森県新産業都市建設事

業団特定事業及び特定事業以外の事業の決算報告についてを議

題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 政策推進課長。 

 

当局の説明 政策推進課長 

（成田光寿君） 

 それでは、報告第７号についてご説明申し上げます。 

 議案書５ページをごらんください。また、あわせて別冊にてお

配りしております、青森県新産業都市建設事業団の平成３０年度

決算に係る資料もご用意ください。 

 本件は、当該事業団から平成３０年度決算について報告があり

ましたので、地方自治法の一部を改正する法律附則第３条の規定

による、改正前の地方自治法第３１２条第３項の規定により報告

するものであります。 

 なお、当町にかかわる百石住宅用地造成事業の概要についてご

説明し、他の事業につきましては資料参照とさせていただきます

ことをご了承ください。 

 それでは、別冊でお配りしております、平成３０年度青森県新

産業都市建設事業団特定事業決算、資料１の１４ページをご用意

ください。横の資料、右上に資料１と書いてあります。その１４

ページをごらんください。 

 百石住宅用地造成事業の決算報告書のうち、（１）収益的収入

及び支出についてご説明いたします。 

 収入の第１款事業収益の決算額は１億８１３万２２１円であ

り、その内訳として第１項営業収益８１０万３，３７７円は、住

宅用地１区画の用地売却収益であり、第２項営業外収益１億２万

６，８４４円は、町からの財務改善補給金１億円のほか、一時借

入金利子補給金及び預金利息であります。 

 一方、支出の第１款事業費用の決算額は５６５万３５２円であ

り、その内訳として第１項営業費用５６２万３，８８７円は、用

地売却原価であり、第２項営業外費用２万６，４６５円は、一時

借入金利息であります。 



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－５７－ 

 １６ページをごらんください。 

 損益計算書です。 

 １、営業収益の用地売却収益８１０万３，３７７円は、住宅用

地１区画分売却分。 

 ２、営業費用用地売却原価が５６２万３，８８７円。 

 ３、営業外収益では預金利息が３７９円、補助金は財務改善の

ための町からの補給金１億円、雑収益は一時借入金に対する町か

らの利子補給金２万６，４６５円、合計で１億２万６，８４４円

となりました。 

 ４、営業外費用の支払利息２万６，４６５円は、一時借入金に

対する利息となります。 

 これらにより、当年度純利益は１億２４７万９，８６９円とな

り、前年度までの繰越欠損金９，３５６万８，３８８円を加えた

８９１万１，４８１円が当年度未処分利益剰余金となり、翌年度

へ繰り越ししております。 

 以上で説明を終わります。 

 

 山副議長  説明が終わりました。 

 この際、質疑を受けます。質疑ございませんか。 

 ７番、平野議員。 

 

質疑 ７番 

（平野敏彦君） 

 今の説明ですと、町からの補助金というのが今年度はないわけ

で、繰り越しになった８９１万１，４８１円は翌年度というよう

なことですが、この事業団の会計はいつまで続くんですか。 

 

 山副議長  政策推進課長。 

 

答弁 政策推進課長 

（成田光寿君） 

 お答えいたします。 

 実は、百石住宅用地造成事業の会計の清算につきましては、８

月の議員全員協議会のところでもご説明したところであります。

現在は、まだ清算を行っておりませんので、精算行為が済むまで

はこの百石住宅用地の会計は続くことになります。 

 一応、予定といたしましては、今年度中に清算の手続を経て、

来年度から、もしその手続がうまく進むようであれば来年度から

なくなる予定になります。 
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 以上です。 

 

 山副議長  よろしいですか。ほかにございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 山副議長  なしと認め、本件に対する質疑を終わります。 

 以上で報告第７号を終わります。 

 

 山副議長  日程第５、諮問第２号、人権擁護委員の候補者の推薦につき

意見を求めることについてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 町長。 

 

当局の説明 町長 

（成田 隆君） 

 諮問第２号、人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求める

ことについてご説明申し上げます。 

 本案は、現委員であります山端節子氏の任期が令和元年１２月

３１日をもって満了となることから、引き続き同氏を推薦いたし

たく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を求

めるものであります。 

 山端氏は、平成１３年１１月より現在に至るまでの６期１８年

間、人権擁護委員として在籍し、長年人権相談や人権教室といっ

た地域の人権擁護活動においてよき理解者であるとともに、指導

者としてご活躍されており、その信望は非常に厚いものがありま

す。人権擁護委員としてまさに適任者であると考え、候補者とし

て推薦いたしたく、ご賛同の意を賜りますようよろしくお願い申

し上げます。 

 

 山副議長  説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。質疑ございませんか。 

 ７番、平野議員。 

 

質疑 ７番 

（平野敏彦君） 

 私は、別に反対するわけじゃないんですけれども、この人権擁

護委員については、ある一定の年齢があったような気がするんで

すけれども、７０歳までだったか。ちょっとここの確認をしたい

と思います。 
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 山副議長  町民課長。 

 

答弁 町民課長 

（澤頭則光君） 

 今の議員の質問にお答えいたします。 

 人権擁護委員の年齢制限についてはございません。ただ、おっ

しゃるとおり、ある程度年齢というのは、こちらも推薦するとき

に考えなければならないものと考えております。やはり、ある程

度、いろいろなことで町民の相談に乗って、いろいろなことに応

えていかなければならないということですので、そういう意味で

しっかり今現在の状況を確認して、ご本人の状況を確認いたし

て、ご本人から了解を得て、人権擁護委員になっていただいてい

るという状況になっています。 

 以上です。 

 

 山副議長  平野議員。 

 

質疑 ７番 

（平野敏彦君） 

 法的に年齢制限が定まっていないということのようでありま

すけれども、いろいろな意味で、次の方もそうですけれども、非

常に我々の団塊世代に近い人方が推薦されているわけで、町で進

める子育て支援、いろいろな若い人が対象になった事業の中に、

相談にマッチする年齢の人を推薦しているのかなという疑問が、

私はあるわけで、長ければいいわけでもないんじゃないかなとい

う思いがあります。他の自治体の例もあると思いますけれども、

私はやはりある一定の年齢の中で、２人あるんだったら年齢構成

を変えていったほうがいいんじゃないかなという思いがありま

す。そこだけ、披露しておきます。 

 

 山副議長  答弁はいいですか（不規則発言あり） 

 ほかにございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 山副議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 初めに、原案に反対する者の討論を許します。討論ありません

か。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 山副議長  なしと認め、討論を終わります。 



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－６０－ 

 これから諮問第２号について採決をいたします。 

 本案は、これを適任とすることにご異議ありませんか。 

  ＊＊なしの声＊＊ 

 山副議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案はこれを適任とすることに決しました。 

 

 山副議長  日程第６、諮問第３号、人権擁護委員の候補者の推薦につき

意見を求めることについてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 町長。 

 

当局の説明 町長 

（成田 隆君） 

 諮問第３号、人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求める

ことについてご説明申し上げます。 

 本案は、現委員であります倉持晶郎氏の任期が令和元年１２月

３１日をもって満了となることから、引き続き同氏を推薦いたし

たく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を求

めるものであります。 

 倉持氏は、平成２３年１月より現在に至るまでの３期９年、人

権擁護委員として在籍し、積極的に地域住民の相談や助言指導に

当たりながら、平成２５年５月から十和田人権擁護委員協議会常

務委員の要職も担われ、地域の人権意識向上のため精力的に活動

されており、その信望は非常に厚いものがあります。人権擁護委

員としてまさに適任者であると考え、候補者として推薦いたした

く、ご賛同の意を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 以上です。 

 

 山副議長  説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。質疑ございませんか。 

 １３番、西館芳信議員。 

 

質疑 １３番 

（西館芳信君） 

 本来であれば、諮問第２号のほうで話す内容かもしれません

が、２号を聞いていて、今回特に３号に移って聞いてみたいなと

いう思いを強くしたものですから話をしますけれども。 

 議員として過去二十数年間、この同様の案件について対処して

まいりました。普通は、人事案件ですので、一つは町長なりの根
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回しとか、そういうのがあるというのがあれですけれども、今回

そういうこともなかったのかなと思っています。そして、また、

以前から思って、議会の中でも話をしたことがありますけれど

も、採決はとるけれども、この採決がどうであろうが、町長がこ

の人が適任だということであればもう、議会の意思は何ら反映さ

れない。そのまま法務省のほうに行くんだという答弁もいただい

て、そのとおりだと思います。法律が、そういうふうにもう議会

の意思も大した酌まない、それから、根回しも何もなくて町長が

絶対自信を持ってここに人物を送ってきたということは、成田 

隆町長のリーダーシップが発揮されつつあるのかなということ

で、それはそれで歓迎ですが、そうすると、議員として、実は今、

余りやたらめったらなことはしゃべれないなと、この件に関して

は、となると、ここで意見を求めると、意見とありますけれども、

何十年とこれされてきて、今、はたとこの二字に突き当たりまし

て、意見とは何たるやということで、いま一度確認したくて、担

当課長、大変申しわけないんだけれども、どういうふうにしてこ

こを把握していますか。 

 お願いします。 

 

 山副議長  町民課長。 

 

答弁 町民課長 

（澤頭則光君） 

 では、今の質問にお答えいたします。 

 人権擁護委員に関して、議員の皆さんから意見を求めるとなっ

ております。人権委員の職務といたしましては、皆さんの人権に

関することに対してお応えするということで、人格的なところ

等、一応把握しなければならないということは皆さんもご存じの

とおりだと思います。我々も一応、なかなか人を、人選のところ

でなかなか探せないということで、先ほどの平野議員のほうにも

ちょっとお答えしづらい部分があって、やっぱり若い方のほうを

ちょっとなかなか登用できないという部分があるのは確かです。

済みません。戻りますが、質問のところですね、その人格という

ところ等々、我々職員、もしくは町長、副町長を含めて、ある程

度見えている、その人については見えている部分があると思いま

すが、外部でやはり、見えない部分についてもある程度評価して

ほしいなということがあるかと思います。そういうことで、議員
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の皆さんのほうからも、そういった一般的な、町民からの意見を

吸い上げてくれると思っておりますので、そういうところで、も

し意見があるのであればいただければなと、担当課長として思っ

ております。 

 以上になります。（不規則発言あり） 

 

 山副議長  町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

 意見ということですね、私、自分の考えになりますけれども、

根回しもされない、誰からも頼まれていない、誰も一言も言わな

くて提案してきたということで、確かにご指摘の部分もあろうか

と思いますけれども、先ほど担当課長が言ったように、なり手を

探すのは大変だなという部分があります。しかしながら、この件

に限らず、できるだけ町内に大勢の人がいるんだから、入れかわ

り立ちかわり、みんなにこういう制度があるよということを認識

してもらうために人の入れかえも必要ではないのかなというの

は常々思っております。そして今、平野議員からご指摘があった

ように、次はよく考えて人選せよ、あるいは提案せよという意見、

こういうのが本当の今西館議員がおっしゃったような意見に当

たるのかなという気がしておりまして、次は参考にしようとか、

そういうふうに私今、平野議員から言われて、次は少し考え直さ

なないと、提案するときは気をつけないと、というふうに思った

ので、意見はどんどん言ってくれればその中から、自分に都合の

いいところ、あるいはこれは個人情報に触れる部分は指摘されな

いなというのはあれだし、そういう部分では貴重な意見だと思っ

ております。ありがとうございました。次は、年齢とかいろいろ

な部分で、地域性も考えなければならないし、そういう部分では

考えていきます。よろしくお願いします。 

 

 山副議長  西館議員。 

 

質疑 １３番 

（西館芳信君） 

 町長、どうもありがとうございました。あと、町長お答えにな

った部分は、平野議員から出て、私も全く平野議員と思いは同じ

でしたので、それはそれで大変結構でございます。 

 町民課長、私、本当に知りたいのは、意見というこの二文字の、
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いつもあれ小面倒くさいやつだってしゃべられたくないんだけ

れども、定義が何だかということなんですよ。ですから、人権擁

護委員法の中で、例えば２条で、この法律で意見とは何々を言う

とかって書いてあれば、それでばっちりですけれども、恐らく、

私も不勉強で申しわけないんだけれども、書いていないような気

がするんですよ。そうすると、私たちに意見を求めるのは結構だ

し、ただ、意見というのは、それは国語辞典みれば統一的な見解

は載っていると思いますけれども、それとまた、各法律によって

いろいろ意見という捉え方、同じ言葉であっても用語が違うのは

世の中には枚挙にいとまがないわけですからね。ここでは一体何

を言うのか、いま一度議員としてはっきり認識しておかなければ

ならないなと。今回の場合、特に、今思ったんですよ。急でした

のであれですけれども、私も勉強しますし。後でまた、もし、今、

後でもいいですので、教えていただければと思います。 

 

 山副議長  町民課長。 

 

答弁 町民課長 

（澤頭則光君） 

 まずは、済みません、お答えが少しずれていました。 

 まず、一つ目ですね。まず、この人権擁護委員は、人権擁護委

員法という定めがありまして、先ほど議員おっしゃるとおり、こ

の議案の９ページにあります人権擁護委員法の６条３項の規定

により、議会の意見を求めると、求めてくださいということがこ

の３項にうたわれているところであります。 

 先ほどの意見という形になりますが、先ほどのことに追加して

お話しいたしますと、例えば先ほどの平野議員の質問にもあった

ように、いろいろな方に擁護委員としてはやはり広く識見がある

ということも一つ必要かと思います。そういう意味では、例えば

先ほど話しした子育てに精通した方等、若い方等、いろいろなこ

とに対して意見を言うことも必要かと思っております。ちょっ

と、その意見については、それぞれがあるかと思いますが、済み

ません、今、私のちょっと答えられる範囲は以上になりますので、

よろしくお願いします。 

 以上です。 

 

 山副議長  西館議員、よろしいですか。（「はい」の声あり） 
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 総務課長。 

 

答弁 総務課長 

（泉山裕一君） 

 私のほうから、委員を委嘱するまでの流れというものを、簡単

にご説明したいと思います。 

 まず、市町村長がまず人権擁護委員にふさわしい、地域の候補

者という方を選びます。この地域の候補者ということは、先ほど

町民課長も説明したみたいに、人格、識見が高く、また広く社会

の実情に通じて、人権擁護について深い理解がある人という方が

候補者という形になります。この方を選ぶという形になりますけ

れども、まず、市町村長だけが決めるというわけにいきませんの

で、それで人権擁護委員法の第６条第３項において議会の意見を

聞いて、それがあくまでもそういう候補者にふさわしい人ですよ

というために意見を聞くという形になっています。意見の内容が

どういうふうなものかというのは、ちょっと法律、ある部分の資

料を見たんですが、ちょっとそこはうたっておりません。その後、

その意見を聞いた上で、法務局のほうへ推薦いたします。今度、

地方法務局に関しては、今度は弁護士会及び人権擁護委員の連合

会に意見を求めて検討した後、法務大臣が委嘱するという形にな

っております。 

 一連の流れという形になりますので、ご了承願います。 

 以上になります。 

 

 山副議長  ほかにございませんか。 

 ６番、日野口和子議員。 

 

質疑 ６番 

（日野口和子君） 

 教えていただきます。 

 人権擁護委員は、選挙活動はできるのでしょうか。 

 

 山副議長  町民課長。 

 

答弁 町民課長 

（澤頭則光君） 

 ただいまの質問にお答えいたします。 

 選挙活動はできます。 

 以上になります。 

 

 山副議長  ６番。 
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質疑 ６番 

（日野口和子君） 

 議会の意見、地域の意見とか言っていますけれども、その意見

がもし偏った方向からの意見であったらどうします。いまだに、

いろいろと問題があるところもあるんですよ。そこのところ、ま

とまっていますか、意見。（不規則発言あり） 

 

 山副議長  町民課長。 

 

答弁 町民課長 

（澤頭則光君） 

 ただいまの質問にお答えいたします。 

 今、おっしゃられるのは、恐らく町民からの、それぞれの人権

擁護委員に対する意見なのかなと思われますが、一応そこのとこ

ろについては、我々のほうは把握、全てしているわけでありませ

んので、ちょっとお答えしかねる部分です。ただし、そこの部分、

もし仮の話ですけれども、議員の皆様方のほうで捉えられて、資

格のほうでいかがなものかなということがあれば、ちょっとこち

らのほうには事前に、この場でもよろしいと思いますが、いただ

ければと思います。 

 以上です。 

 

 山副議長  よろしいですか。（不規則発言あり）ほかに。 

 ７番、平野議員。 

 

質疑 ７番 

（平野敏彦君） 

 いろいろ議論していますけれども、私は、この人権擁護委員の

方、今、関連しますけれども、選挙活動とかそういうのできると

いうことですけれども、例えばいろいろな思想、信条的な部分で、

自分の意見をマスコミとかそういうのに発表してもいいのかと。

この人は、一回新聞に載せているんですよ、自衛隊の……戦争に

かかわる部分で。私はちょっと、こういうの載せていいのかなと、

ちょっと切り抜きはとってあったんですけれども、見つけられな

くてあれなんですけれども、そういうふうな部分があっても、別

に推薦した行政側のほうはかかわりは何もないということで捉

えるのか、それが一つ。 

 それから、今、日野口議員が言っているように、その意見が同

意しかねるような意見が多かったら、どういう対処をするのか、

この２点、お聞かせいただきたい。 
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 山副議長  町民課長。 

 

答弁 町民課長 

（澤頭則光君） 

 では、今の質問にお答えいたします。 

 今の話であれば新聞紙上等に出して、ちょっと戦争問題と、ち

ょっとその部分については私もわかりかねる部分ですが、その内

容が、そもそもそこの、その本人の活動自体に直接影響している

ものなのか、ものでないのかっていうことも、一つ判断材料にな

るかと思います。 

 それと、実際に人権擁護委員になった場合なんですけれども、

その内容というのは人権だけでなく幅広く困り事相談等々とい

うことが出てきます。一応、人権擁護委員の方とお話ししたとこ

ろによりますと、その相談内容については法務局のほうと相談し

ながら対応方を進めているという形になりますので、よっぽどそ

の言動等に問題が、対象者、もしくは皆さんのほうによっぽどの

不利益等のことがない限りは、そちらのほうは大丈夫、新聞紙上

でだけであれば大丈夫かなと思われます。 

 さらに、もう一つ、人権擁護委員の、今回議員、こちらの議場

の諮問等のかかわり方になりますが、当然こちらのほうで採決と

いう場面も出てくるかと思います。そちらで当然否決されれば…

…、失礼しました、ちょっとそこ、答弁は後で、後刻報告したい

と思います。 

 以上です。 

 

 山副議長  ほかにございませんか。（不規則発言あり） 

 平野議員。 

 

質疑 ７番 

（平野敏彦君） 

 ちょっと、私の言っている……課長はかわっているから、新聞

紙上のところはよく把握していないということですけれども。実

際に、国のそういう政策的な部分を自分が主張しているわけです

から、やっぱり本当にそういうのが、その国の機関の法務大臣の

公平公正な立場の形で活動できるのかというのが、私がその新聞

を見て感じたことをそのまま言っているわけで、その記事はちゃ

んと残っているはずですよ。ですから、その辺が行政側で知り得

ていないというのは、ちょっと私はいかがなものかなと。当時の
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課長なりそういうのは気にしなかったのかなという思いが一つ。 

 それと、さっき、否決となればって、これは同意を得る案件で

すから、同意がなければなくても、町長が推薦して事務的に処理

できますよということなのか。ここ、もうちょっときちっと教え

てください。 

 

 山副議長  副町長。 

 

答弁 副町長 

（小向仁生君） 

 お答えをしたいと思います。 

 まず、思想的なもの、戦争が云々という新聞記事ということな

んですけれども、私もその部分はちょっと承知はしておりませ

ん。ただ、拉致の問題で、その新聞に投稿していたという記憶は

ございますけれども、拉致対策については人権の部分では取り上

げている部分でもありますので、それに対してのコメントだった

かなとは思っております。ただ、申しわけございませんけれども、

その戦争云々とか、思想的なものについてはちょっと承知はして

おりませんでした。 

 それから、この場で同意が得られないということであれば、そ

れはもう一度皆さんのほうにこの方でいいのか、それともまた別

な人になるのかということをお諮りしなきゃないのかなと思い

ますけれども、いずれにしてもこの実績といいますか、経験を踏

まえてこの方を町として推薦してやるということですから、何と

ぞ同意いただきたいと思います。 

 以上です。 

 

 山副議長  暫時休憩いたします。 

  （休憩 午後 ２時４０分） 

 山副議長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  （再開 午後 ２時４１分） 

 山副議長  ほかに質疑ございませんか。 

 １４番。 

 

質疑 １４番 

（松林義光君） 

 この倉持さんの人物像についていろいろ議論されていますけ

れども、私もすぐ近くですからよくよくわかっております。 

 ところで、町長はこの提案をしました。提案理由もお話ししま
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した。この中に、航空自衛隊、一般幹部候補生、それから一等空

佐、この提案理由をするにこのようなことが必要なんでしょう

か。確認の意味です。この人を人権擁護委員にしますよと、意見

を聞きたいよと、こういうふうな人物だよということなんですけ

れども、この一般幹部候補生、一等空佐、これがなぜ提案理由に、

どのような影響で、この形が出てくるのかお伺いいたします。 

 

 山副議長  町民課長。 

 

答弁 町民課長 

（澤頭則光君） 

 では、議員の質問にお答えいたします。 

 議案書の１０ページにあります氏の略歴のところにあります

職歴のところに、確かに航空自衛隊入隊と書いて括弧して一般幹

部候補生と書かれてあります。実は、これについては前回、前々

回の議案書と全く同じになっております。略歴については、極力

その人柄等を確認するために、状況をまず詳しく書いたほうがい

いということもありますので、こちらのほうは差し支えない限り

記載しております。よろしくお願いします。 

 以上です。 

 

 山副議長  松林議員。 

 

質疑 １４番 

（松林義光君） 

 ３年、４年たてば、いろいろなものの考え方が変わってくると

思います。私はこの人物については、どうとかこうとかという気

はさらさらございません。ただ、この提案理由を知るに、前はこ

うだったと、この関連、自衛隊の幹部候補生、先ほども新聞記事

等々がいろいろ議論されております。だから、これがやっぱり必

要で、この提案理由を述べるにこれが必要なんだと。でももう従

来からそういうふうにやってきたんだから、何も問題ないでしょ

うと、だから従来どおり記載しましたと、提案しましたと。です

から、本当にこれが必要なんですかと、私が聞きたいのは。本当

に、幹部だから人権擁護委員としてふさわしいですよと、そうい

うことになりますか。 

 

 山副議長  総務課長。 
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答弁 総務課長 

（泉山裕一君） 

 今、職歴のところが出てきております。今の段階で、この括弧

書きの部分が正しいか否かはちょっと判別つけられません。本当

に必要かどうかも、今の状況ではわかりませんので、少しお時間

をいただければ、こちらのほうで、どこまで調べられるかわかり

ませんけれども、ある程度この中身についてちょっと調べてみた

いと思います。基本的に、職歴ですので、航空自衛隊にとか、定

年退職を迎えましたというのはよろしいかと思いますけれども、

括弧書きの部分が適正か否かというのを、少しお時間をいただき

たいと思います。 

 以上になります。（不規則発言あり） 

 

 山副議長  そのほか、質疑ございませんか。（不規則発言あり） 

 休憩いたします。 

  （休憩 午後 ２時４６分） 

 山副議長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  （再開 午後 ３時００分） 

 山副議長  総務課長。 

 

答弁 総務課長 

（泉山裕一君） 

 先ほどの質問にお答えしたいと思います。 

 まず、１０ページをごらんになっていただきたいと思います。

一応、参考資料と書いております。参考資料ということでわかり

やすくするため、まず職歴の中では役職などを情報として表示を

しております。今後、このような表示が必要がないというのであ

れば、除くことも可能でございます。 

 以上になります。 

 

 山副議長  町民課長。 

 

答弁 町民課長 

（澤頭則光君） 

 各関係の質問に対して答弁がずれていることをおわび申し上

げます。 

 一つ、それで、平野議員の質問に対して、一部追加です。定年

退職等がないかというご質問です。ないとお話ししました。法律

上はありません。ただ、一応、法務局のほうからは７５歳で、極

力そこで、内部ルールとして７５歳を過ぎた方は更新はしないほ

うがいいですよという内部ルールがありましたので、それを追加
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でお知らせいたします。 

 それから、人権擁護委員の推薦委嘱に当たって、いろいろとち

ょっと議論があるところです。推薦と委嘱に当たって、人権擁護

委員法の６条の６項にこのような文言が、文章が書いてあります

ので、読み上げたいと思います。 

 人権擁護委員の推薦及び委嘱に当たっては、全ての国民は平等

に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第７条

第１項第４号に規定する場合を除くほか、政治的意見もしくは政

治的所属関係によって差別されてはならないということが記載

されてあります。 

 まず、言論の自由もありますので、そのことが本当に他の方を

傷つけるような内容でなければ、まず大丈夫かと思います。 

 それから、この中にあります７条のほうは、委員の欠格条項、

委員にしてはならないということの条件が記載されてあります。

こちらのほうをちょっと読み上げます。 

 次のいずれかに該当する者は、人権擁護委員になることはでき

ないということになっておりまして、①といたしまして禁固以上

の刑に処せられ、その執行を終わるまで、また執行を受けている、

受けることがなくなるまでの者。それから②といたしまして、前

号に該当する者を除くほか、人権の侵犯に当たる犯罪行為のあっ

た者。③日本国憲法施行の日移行において、日本国憲法またはそ

の下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その

他団体を結成し、又はこれに加入した者、とあります。一応こう

いうものが欠格条項になりますので、そういう観点から、皆さん

には意見をいただきたいということとなります。 

 加えまして、倉持氏の推薦についてで、当課の考え方なんです

けれども、こちらの人権擁護委員の活動に関しては、議案書の１

０ページ、略歴に書いてあります最後のところです。最後、十和

田人権擁護委員の協議会の副会長も今現在しているところであ

ります。こういうところで、町の人権擁護委員としての活動を非

常に積極的にしていただいているところであります。 

 倉持氏が、現在町の会長的な役割を果たして事務を進めている

状況もあります。熱心にそういう人権活動を行っていただいてい

ることを考慮いたしまして、引き続き推薦したいと考えておりま

す。 
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 以上になります。 

 

 山副議長  答弁は終わりました。 

 ほかにございませんか。 

 （議員席） ＊＊なしの声＊＊ 

 山副議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。（不規則発言あり） 

 初めに、原案に反対する者の（「その討論の議事進行について

です」の声あり）じゃあ、どうぞ。 

 

 １３番 

（西館芳信君） 

 私一人としては、別に町が、町長が自信を持って推薦してきた

人物だから何ら異論はないんだけれども、今、話ししたりいろい

ろあるから、純粋な人事案件じゃないけれども人事案件に準ずる

ものだと思います。ですから、討論を省略して投票してください。 

 

 山副議長  ちょっと休憩します。 

  （休憩 午後 ３時０６分） 

 山副議長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  （再開 午後 ３時０６分） 

 山副議長  ２人以上の投票に賛成の方がいれば、それが可能と言っていま

すが、いかがですか。西館議員。 

 

 １３番 

（西館芳信君） 

 わかりました。じゃあ、まだ誰が賛同してくれるか見ていませ

んよね。それを見ても結構です。じゃあ、討論省略という動議、

動議だから２人以上ということは認められないということで、認

められなくてもいいですけれども、次、採決の段になって投票と

いうことは１人でも可能ですので、やっていただければ、私の用

は足ります。 

 

 山副議長  わかりました。じゃあ、まず進めます。それから反対討論等、

していただきたいと思います。 

 本案の質疑、終わりました……、 

 

 １３番 

（西館芳信君） 

 まず、私の動議に対し支持する人がいるかいないか。いなけれ

ばいないで結構ですから。そこをちゃんとやってください。 
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 山副議長  済みません、暫時休憩させてもらいます。 

  （休憩 午後 ３時０８分） 

 山副議長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  （再開 午後 ３時１０分） 

 山副議長  先ほど、西館議員から投票ということの話が出ましたが、それ

に皆さんが賛成するかどうかで、それをやるかやらないかを決め

たいと思いますが、いかがですか。 

 平野議員。 

 

 ７番 

（平野敏彦君） 

 皆さんが賛成とかそうじゃないんじゃないですか。私は、複数

のそういう同調する人があれば、投票されるべきと思うんですけ

れども、私の解釈間違っていますか。 

 

 山副議長  それは間違ってはいないと思います。多数決になることになる

と思います。（「議長」の声あり） 

 

 １４番 

（松林義光君） 

 仮に、投票になったとして、どうなるかわかりませんけれども、

仮に投票となったとして、反対が多い、反対票のほうが多いとな

った場合、それすぐ効力を発することはないでしょう。あくまで

も町長の、我々の意見を聞いて、町長が最終的な判断をするって

いうことになるでしょう。我々が投票したのが、反対票が多くて

も、じゃあ倉持さんは、あなたは人権擁護委員にはなりませんよ

ということにはならないでしょう。 

 

 山副議長  そのとおりです。結果的には、あくまでも賛成の方が多かった、

少なかっただけの評価になるだけだろうと思います。 

 はいどうぞ、７番。 

 

 ７番 

（平野敏彦君） 

 議長の説明でいけば、反対が多くても、１４番議員が言ったよ

うに、町長の判断で推薦していくんだというようなことで、それ

はわかりますよ。ただ、今、確かに投票、例えば私も同調します

から投票になると思いますけれども、投票が半数以上になったも

のを、その意見を付す、こういう結果ですよということで推薦し

て上げていくんですか。私は、上げられたほうは、そんなに議会
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でそういう声がある人をよく推薦したなという、逆に捉え方をさ

れるんじゃないですか。何で、こういう人が法務局に推薦したん

だという形。結果はついていくわけでしょう、意見を求めるです

から、議会の意見が。私は、それはちょっと、いかがなものかな

と思うので、その辺をちょっと整理して、私らに理解するように

ご説明いただきたいと思います。 

 

 山副議長  ただ、今の流れの中で行きますと、反対、賛成のところまで行

くような流れになってしまっています。それはあくまでも、それ

によって物事がよし悪しにつながるのかといえばそうじゃなく

て、あくまでもそういう意見が出ましたよというようなことで、

あとは町長の判断でやっていくことになるんじゃないかなと、そ

ういうふうに理解しますけれども。（「やればいい」の声あり） 

 

 １３番 

（西館芳信君） 

 意見は意見として、言論の府だから大切だ、必要なんですよ。

私が言っているのは、まず最初に私が動議、しゃべっているわけ

ですから、その第一段階として、その動議がいいのかどうかとい

うことで、賛同者がいなければだめだということになるでしょう

し、賛同者がいれば動議と。その動議は何かというと、２番目に、

じゃあもう討論を省略してすぐ投票しましょうよというのが２

番目ですよ。その辺、整理してやらないと。私しゃべっているの

と、ちょっと意味が違うと思う。 

 

 山副議長  ちょっと、理解不足かもわからないですけれども、ただ、そう

いうふうに私は感じて、まずは、そういうふうに西館議員からの

提案が上がっていますから、皆さんにどうしますかということ

で、賛成反対のそれを、投票をやりますかということを、今話し

しているわけ……、（不規則発言あり） 

 番号を言って発言してください。 

 じゃあ、もう一度整理しますけれども、西館議員が、１３番西

館議員がお話ししたように、まずは、その反対、賛成のそれをや

りますかというのが一つと、それから、またあと……、（「いいで

すか」の声あり）ちょっと待ってください……、まず、休憩しま

す。 

  （休憩 午後 ３時１６分） 
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 山副議長  休憩を解いて、引き続き会議を開きます。 

  （再開 午後 ３時１７分） 

 山副議長  先ほど、西館議員がお話ししたそれに賛同いたしますか、いた

しませんか。それを皆さんにお聞きいたしたいと思います。（不

規則発言あり） 

 ちょっと待ってください。 

 それでは、討論を行うことに反対する方は、まずは起立をして

いただきますか。（不規則発言あり）これは、形式上からいって、

討論をやって原案に反対するかを、考えを、（「１０分くらい休憩

して、まとめて」の声あり） 

 

 事務局長 

（小向正志君） 

 討論を用いないで採決できることの明文の規定の置くものは、

まず会議時間の変更の異議、先決動議の表決順位の異議、日程の

順序変更、追加の発議、延会の発議、一括議題の異議、提出者の

説明省略、委員長及び少数意見の報告、発言時間の制限の異議、

質疑討論の終結等々多数わたっております。本来であれば、採決

の対象となる案件については、討論できるとすることが原則とな

っておりますので、討論は必要かと考えております。ただ、西館

議員のほうから、討論を省略してほしい旨の動議がありましたの

で、ここで議長から討論を省略することに賛成か反対か、まず諮

っていただきたいと思います。 

 

 １３番 

（西館芳信君） 

 今、事務局長の説明、大いに的確だと思います。そして、私、

つけ加えたいのは、人事案件、純粋な人事案件であれば、何らこ

の討論を省略してやる事例は幾らでもあるわけでして、今のこれ

は、意見を求めるということで、終息する案件だけれども、実質

的には人事案件に準ずる案件ということで、私は討論を省略する

ことは差し支えないと思いますので、そういうふうにお願いしま

した。ただ、反対ではなくて、討論をやることは反対じゃなくて、

省略してもいいんじゃないですかという動議です。（「３時半まで

休憩」の声あり）いいよ、じゃあ、休憩という動議を優先しても

いいよ。別に何も、こっちを優先してもいいですよ。（「３時半ま

で休憩」の声あり） 

 

 山副議長  休憩します。３０分まで。 
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  （休憩 午後 ３時２０分） 

 山副議長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  （再開 午後 ３時３５分） 

 山副議長  会議時間を延長いたします。 

 日程第６、諮問第３号、人権擁護委員の候補者の推薦につき意

見を求める件について、議長判断により討論を省略し、投票、採

決を行います。 

 採決については、無記名投票で行います。 

 議場の出入り口を閉めます。 

  ＊＊議場出入口閉鎖＊＊ 

 山副議長  ただいまの出席議員数は１２人です。議長は除きます。 

 次に、立会人を指名いたします。 

 会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人に１０番、吉

村議員、１１番、澤頭議員を指名いたします。 

 投票用紙を配ります。（「１２人って言ったけど、１３名じゃな

い」「投票権ないです」「入らないで１３人」の声あり）１２人。

（「投票するのは１３人」の声あり）済みません、１３名です。 

  ＊＊投票用紙配付＊＊ 

 山副議長  念のためもう一度申し上げますが、採決は無記名投票で行いま

す。 

 本案について適任とすることに賛成の方は「賛成」と、反対の

方は「反対」と記入お願いします。 

 なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない票、「白

票」及び賛否が明らかでない票は、会議規則第８４条の規定によ

り「否」とみなすことになっております。 

 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

  ＊＊配付漏れなしの確認＊＊ 

 山副議長  配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検いたします。 

  ＊＊投票箱点検＊＊ 

 山副議長  異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。 

 事務局長が議席番号と氏名を読み上げますので、順番に投票を

お願いします。 

  ＊＊氏名点呼・投票＊＊ 
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 山副議長  投票漏れはありませんか。 

  ＊＊なしの声＊＊ 

 山副議長  投票漏れなしと認めます。 

 投票を終わります。 

 開票を行います。 

 １０番、吉村議員、１１番、澤頭議員、開票の立ち会いをお願

いいたします。 

  ＊＊開票＊＊ 

 山副議長  投票の結果を報告いたします。 

 投票総数１３票。 

 有効投票１３票、無効投票０票。 

 有効投票のうち、賛成１１票、反対２票。 

 以上のとおり賛成が多数です。 

 したがって、諮問第３号は、原案のとおりこれを適任とするこ

とに決しました。 

 議場の出入り口の閉鎖を解きます。 

  ＊＊議場出入口開鎖＊＊ 

日程終了の 

告知 

山副議長  これで本日の日程は全て終了いたしました。 

 以上で本日の会議を閉じます。 

 

次回日程の 

報告 

山副議長  あした１０日は、午前１０時から本会議を開き、引き続き議案

審議を行います。 

 

散会宣告 山副議長  本日は、これで散会いたします。 

 

  （散会時刻 午後 ３時４５分） 

 

 事務局長 

（小向正志君） 

 修礼を行いますので、ご起立願います。 

 礼。 

 
 


